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平成３１年第１回京丹波町議会定例会（第１号） 

 

                            平成３１年 ３月 ４日（月） 

                            開会  午前 ９時００分 

１ 議事日程 

  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 会期の決定 

             自 平成３１年 ３月 ４日 

                          １９日間 

             至 平成３１年 ３月２２日  

  第 ３ 諸般の報告 

  第 ４ 町長施政方針説明 

  第 ５ 同意第 １号 京丹波町須知財産区管理委員の選任について 

  第 ６ 同意第 ２号 京丹波町高原財産区管理委員の選任について 

  第 ７ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  第 ８ 議案第 ４号 京丹波町ケーブルテレビ事業のあり方に関する審議会設置条例の 

             制定について 

  第 ９ 議案第 ５号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関す 

             る条例の制定について 

  第１０ 議案第 ６号 京丹波町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

  第１１ 議案第 ７号 京丹波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する 

             条例の制定について 

  第１２ 議案第 ８号 京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

             る条例の一部を改正する条例の制定について 

  第１３ 議案第 ９号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

             の一部を改正する条例の制定について 

  第１４ 議案第１０号 京丹波町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

             の制定について 

  第１５ 議案第１１号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

  第１６ 議案第１２号 京丹波町水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す 

             る条例の一部を改正する条例の制定について 
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  第１７ 議案第１３号 公の施設の指定管理者の指定について 

  第１８ 議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について 

  第１９ 議案第１５号 平成３１年度京丹波町一般会計予算 

  第２０ 議案第１６号 平成３１年度京丹波町国民健康保険事業特別会計予算 

  第２１ 議案第１７号 平成３１年度京丹波町後期高齢者医療特別会計予算 

  第２２ 議案第１８号 平成３１年度京丹波町介護保険事業特別会計予算 

  第２３ 議案第１９号 平成３１年度京丹波町下水道事業特別会計予算 

  第２４ 議案第２０号 平成３１年度京丹波町土地取得特別会計予算 

  第２５ 議案第２１号 平成３１年度京丹波町育英資金給付事業特別会計予算 

  第２６ 議案第２２号 平成３１年度京丹波町町営バス運行事業特別会計予算 

  第２７ 議案第２３号 平成３１年度京丹波町須知財産区特別会計予算 

  第２８ 議案第２４号 平成３１年度京丹波町高原財産区特別会計予算 

  第２９ 議案第２５号 平成３１年度京丹波町桧山財産区特別会計予算 

  第３０ 議案第２６号 平成３１年度京丹波町梅田財産区特別会計予算 

  第３１ 議案第２７号 平成３１年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計予算 

  第３２ 議案第２８号 平成３１年度京丹波町質美財産区特別会計予算 

  第３３ 議案第２９号 平成３１年度国保京丹波町病院事業会計予算 

  第３４ 議案第３０号 平成３１年度京丹波町水道事業会計予算 

 

２ 議会に付議した案件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１６名） 

   １番  岩 田 恵 一 君 

   ２番  野 口 正 利 君 

   ３番  坂 本 美智代 君 

   ４番  東   まさ子 君 

   ５番  村 山 良 夫 君 

   ６番  谷 山 眞智子 君 

   ７番  西 山 芳 明 君 

   ８番  隅 山 卓 夫 君 
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   ９番  森 田 幸 子 君 

  １０番  山 田   均 君 

  １１番  山 下 靖 夫 君 

  １２番  谷 口 勝 已 君 

  １３番  北 尾   潤 君 

  １４番  梅 原 好 範 君 

  １５番  鈴 木 利 明 君 

  １６番  篠 塚 信太郎 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２１名） 

  町 長     太 田   昇 君 

  副 町 長     谷   俊 明 君 

  参 事     伴 田 邦 雄 君 

  参 事     山 田 洋 之 君 

  総 務 課 長     中 尾 達 也 君 

  監 理 課 長     野 村 雅 浩 君 

  企 画 政 策 課 長     木 南 哲 也 君 

  税 務 課 長     松 山 征 義 君 

  住 民 課 長     長 澤   誠 君 

  保 健 福 祉 課 長     大 西 義 弘 君 

  子育て支援課長     津 田 知 美 君 

  医 療 政 策 課 長     中 川   豊 君 

  農 林 振 興 課 長     栗 林 英 治 君 

  商 工 観 光 課 長     山 森 英 二 君 

  土 木 建 築 課 長     山 内 和 浩 君 

  上 下 水 道 課 長     十 倉 隆 英 君 

  会 計 管 理 者     久 木 寿 一 君 

  瑞 穂 支 所 長     山 内 善 博 君 

  和 知 支 所 長     榎 川   諭 君 
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  教 育 長     樹 山 静 雄 君 

  教 育 次 長     堂 本 光 浩 君 

 

６ 出席事務局職員（２名） 

  議 会 事 務 局 長     藤 田 正 則 

  書 記     山 口 知 哉 
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開会 午前 ９時００分 

○議長（篠塚信太郎君） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、定刻にご参集いただき、ありがとうございます。 

  ただいまの出席議員は１６名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成３１年第１回京丹波町議会定例会を開会します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、６番議員・谷山眞智子君、７番議

員・西山芳明君を指名します。 

 

《日程第２、会期の決定》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から３月２２日までの１９日間としたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から３月２２日までの１９日間と決しました。 

  会期中の予定につきましては、事前に配付の会期日程表のとおりであります。 

 

《日程第３、諸般の報告》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  本定例会に町長から提出されています案件は、同意第１号ほか２９件です。 

  後日、町長から追加議案の提出があります。 

  提案説明のため、町長ほか関係者の出席を求めました。 

  ２月６日、全国町村議会議長会から、東まさ子議員が議員在職２７年の表彰を受けられま

した。東議員には改めてお祝いを申し上げます。まことにおめでとうございます。 

  ２月２７日に、議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について協議されました。 

  ２月１３日に総務文教常任委員会並びに福祉厚生常任委員会、２月１５日に新庁舎建設特
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別委員会、２月１９日に産業建設常任委員会が開催され、それぞれ所管の調査研究が実施さ

れました。 

  議会広報常任委員会には、議会だより第６０号を発行いただきました。 

  本定例会までに受理した陳情書をお手元に配付しております。 

  また、京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付し

ております。 

  京丹波町ケーブルテレビの自主放送番組録画放送のため、本定例会のビデオカメラによる

撮影・収録を許可しましたので報告します。 

  本日、本議会終了後、議会広報常任委員会が開催されます。委員の皆様には大変ご苦労さ

まですが、よろしくお願いします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

《日程第４、町長施政方針説明》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４、町長の施政方針の説明を求めます。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） 皆さん、おはようございます。 

  本日ここに、平成３１年第１回京丹波町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各

位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただきましてまことにありがとうご

ざいます。 

  また、日頃、議員各位には、円滑な町政の推進にご支援、ご協力をいただいておりますこ

とに厚く御礼を申し上げます。 

  今期定例会は、私が町長就任後２回目となる当初予算案を提案させていただくこととなり

ました。 

  現下の社会経済情勢は、緩やかな回復基調が続き、雇用・所得環境の改善によって経済の

好循環は着実に回りつつある一方で、昨年の夏に相次いだ自然災害により、個人消費などを

中心に経済は一時的に押し下げられたとされています。 

  こうした状況の中、新年度の国の一般会計予算は、社会保障の充実や防災・減災、国土強

靭化対策の推進など成長戦略に重点化され、前年度予算に対し３．８％増の１０１兆４，５

７１億円が編成され、経済の好循環をさらに加速させるための予算とされています。 

  また、平成３１年度の地方財政対策にあっては、消費税増税による地方税収入や地方交付

税の増加見込みにより臨時財政対策債の発行を抑制するなど地方財源不足額は前年度の６兆
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１，７８３億円から４兆４，１０１億円と大幅に縮小し、地方財政の健全化が図られていま

す。 

  しかしながら、社会保障関係経費は、高齢化に伴う自然増や幼児教育無償化などでさらに

増加する見込みであり、地方にとっても厳しい状況となっております。 

  こうした国や地方の情勢を背景としつつ、私の行政推進の基本理念である助け合いと活力

のある「健康の里づくり」の実現に向けた施策をどのように進めていくのか、平成３１年度

における施策につきまして申し述べさせていただきます。 

  初めに、本年２月には、喫緊の課題である子ども子育て支援の充実と人口減少対策を重点

的に推進するための課設置条例等の改正をお願いし、議決いただいたところです。この中で、

人口減少対策を総合的に担う「にぎわい創生課」では、これまでの商工観光課所管業務に加

え、移住・定住支援や町営バス運行、さらには区長会運営を初めとした地域振興事業を集約

し、にぎわいの創出による地方創生を目指してまいります。 

  また、「こども未来課」では、こどもファーストの視点に立ち、子育て支援業務を総合的

に実施するとともに、認定こども園の開設・整備に関する業務を所管し、子育て環境の充実

を図ってまいります。このことは、今、まさに少子高齢化と人口減少社会への対応として総

力を挙げて取り組んでいかなければならない課題だと考えております。 

  議員各位の格別のご指導、ご支援をお願いするものであります。 

  次に、健康の里づくりの実現に向けた５つの柱に沿ってご説明申し上げます。 

  まず、１つ目の柱は「町行政の公正化」であります。 

  町政運営の推進には当然のことではありますが、町民の皆さんのご理解とご協力がなくて

は進めることができません。常に行政の動きをお伝えし、ご意見を伺いながら進めていく必

要があります。その機会としてタウンミーティングを継続して実施をしてまいります。何で

も気軽に話せる場として開催方法についても工夫をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

  次に、新庁舎建設についてでありますが、現在、基本設計を終え、実施設計に着手をして

おり、間もなく全体の事業規模が明らかとなるところです。今秋の庁舎本体の工事発注に向

け、コスト縮減を図りますとともに、２０２１年３月の新庁舎完成を目指し、スピード感を

持って取り組んでまいります。また、関連します道路拡幅工事や排水路整備など一体的に整

備を進めてまいります。 

  ２つ目の柱は「環境整備」であります。 

  まず、地域が元気であることも「健康の里づくり」の重要な要素であります。このことか
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ら、活力ある地域づくりや地域の課題解決に向けて、引き続き地域の活動を積極的に応援し

てまいります。 

  本町の豊かな自然や生活環境の保全につきましては、環境保全に関する普及啓発を行うと

ともに、公害防止や産業廃棄物の適正処理、さらに適正な動物飼養や空き地管理などについ

て関係機関と連携を図るとともに、住民の皆様や事業者の皆様にもご協力をいただきながら、

安心で安定した生活環境の維持に努めてまいります。 

  また、生ごみ等堆肥化容器購入助成や資源ごみ集団回収事業補助金制度により、ごみの減

量化や再資源化を推進するとともに、地球温暖化防止対策や再生可能エネルギーの普及を推

進する一助として、「住宅用太陽光発電システムの設置にかかる補助制度」を京都府と連携

し、継続をしてまいります。 

  近年、自然災害により道路や河川、農林業施設、家屋等への被害が多く発生しております。

特に昨年７月の西日本豪雨を初め、台風の接近によって甚大な被害を受けたところです。そ

の際には地元の消防団員、区、関係団体等が連携を取りながら住民避難、応急対応に当たっ

ていただき、住民の安全確保と被害の拡大を未然に防いでいただいたところであります。大

規模な自然災害の発生が当たり前のようになっている現在、住民の皆さんが自身の身を守る

意識を持っていただく必要があります。そのためには、日頃から自然災害の恐ろしさを理解

し、緊急時の対応になれていただき、落ちついた行動が取れるよう、住民避難訓練を初め、

学習する機会づくりにも取り組んでまいります。また、災害時における初期対応は、地域に

おいて連携を図っていただくことが重要であることから、自主防災組織化を推進してまいり

ます。 

  原子力防災につきましては、万一の事故に備え、住民の安全と安心を守るため、引き続き

避難路の整備や要支援者等への車両の確保を国に求めるとともに、地域協議会での連携を図

りながら、原子力施設の現状や安全対策等の把握と、住民避難訓練の実施により住民避難計

画の確認・検証を行い、課題の解消に努めてまいります。 

  次に、一般住宅等の耐震化では、京丹波町建築物耐震改修促進計画の見直しを行うととも

に、現行の耐震基準に適合していない建築物におきましては、引き続き耐震診断事業や耐震

改修事業を促進するとともに、住宅改修補助金交付事業につきましても、地域経済活性化へ

の効果も大きいことから、継続して事業を進めてまいります。 

  水道事業につきましては、継続して安心で安全な水道水を供給していくため、現有施設の

能力維持に努めるとともに、高経年化施設の計画的な更新を進めてまいります。 

  また、下水道事業では、循環型社会の構築を図るため、予防的な維持管理を行うとともに
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効率的な老朽化対策を推進し、生活環境の改善と公共用水域の水質保全に努めてまいります。 

  ３つ目の柱は「暮らしの安心・安定」であります。 

  町民の皆様が安心して暮らしていただくための最重要課題は、地域医療の確保であると存

じております。現在、平成３１年度診療体制の確立に向け、京都府を初め関係医療機関へ出

向き、医師確保に全力を尽くしているところでございます。 

  念願でありました医師住宅の完成を初め、京丹波町病院での地域包括ケア病床の導入や診

療放射線技師の勤務形態の改正、時間外における簡易血液検査の実践など、計画から実行へ

の転換期を迎えております。可能な限りさまざまな分野にチャレンジをし、地域包括ケアシ

ステムの推進に努めてまいります。 

  また、少子高齢化が進行する中にあって、高齢者や障害者の方々が安心して暮らせる環境

づくりは最も重要な政策課題であります。平成２８年度末に策定しました地域福祉計画に基

づき、今後とも、地域全体での見守りや声かけの取り組みを進め、みんなで支える地域福祉

づくりを推進してまいります。 

  さらに、深刻な介護人材不足に対応するため、福祉人材確保対策事業と、昨年４月に創設

しました介護福祉士育成修学資金貸付事業を通じて、引き続き町内福祉事業所等への人材確

保支援に努めてまいります。 

  次に、住民の安心・安全と、健康で心豊かな生活を保障するための施策についてでありま

す。 

  これまでから、基本健診とがん検診が同時に受診できる総合健診の推進を初め、がんの早

期発見と疾病リスクの軽減を図るため、ピロリ菌検査の導入、胸部レントゲン検査のデジタ

ル化、乳がん検診の広域化による個別検診の実施等を進めてきたところであります。 

  平成３１年度におきましては、平成２６年度に実施しました１９歳から７４歳までの方を

対象とした尿中塩分測定検査を住民健診に取り入れ、５年間の比較を行いながら保健指導等

を進めることとしております。 

  休日健診につきましては、昨年度と同様に２回実施するなど、健診の充実とさらなる若年

層や勤労者が受診しやすい体制づくりに努めてまいります。 

  また、平成２８年度末に策定しました第２次健康増進計画及び平成３１年度からスタート

します第２次食育推進計画をもとに、引き続き、健康づくり推進協議会や食生活改善推進員

協議会を初め関係機関との連携を強め、地域ぐるみの「健康づくり」と、きめ細かな保健指

導に取り組んでまいります。 

  さらに、平成３１年度からスタートします自殺対策計画に基づき、誰もが自殺に追い込ま
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れることのない地域づくりを進めてまいります。また、安心して医療が受けられるよう心身

障害者やひとり親家庭等に対する医療費助成を初めとして、出生から１８歳以下の方までの

医療費負担を医療機関ごとに月額２００円とする医療費助成制度や、妊婦健診に必要とされ

る健診１４回分及び産婦健診２回分を全て公費負担とする制度、さらには妊娠を望む方に対

する不妊治療にかかる費用を軽減する不妊治療助成金事業を継続してまいります。 

  また、新生児への虐待未然防止や産後不安を抱える母親への支援策として、妊娠・出産包

括支援事業も進めてまいります。 

  介護保険分野では、平成３０年度から３カ年を計画期間とする高齢者福祉計画及び第７期

介護保険事業計画に基づき、引き続き、介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るとして、

家族介護支援を初めとする認知症施策を積極的に実施し、地域の社会資源も活用する中で高

齢者が住みなれた地域で安心して暮らしていける地域包括ケアシステムのさらなる充実に取

り組んでまいります。 

  また、障害者支援では、平成３０年度に策定しました第３期障害者基本計画及び第５期障

害福祉計画並びに第１期障害児福祉計画に基づき、相談支援事業の充実と、きめ細かな障害

福祉サービスの提供に努めるとともに、障害者等の自立と社会参加の促進が図られるよう、

関係機関と連携をし、地域生活支援事業を推進してまいります。 

  消費生活の安全確保に関しましては、消費生活相談員による「消費者相談窓口」を継続し、

相談員による出前講座を初め、高齢消費者のトラブル防止など関係機関と連携した啓発活動

に取り組むとともに、持続的に安定した消費者行政の推進に努めてまいります。 

  また、「女性のための相談窓口」も、毎月１回の実施を継続し、関係機関と連携のもと、

各種相談業務の充実を図ってまいります。 

  交通対策につきましては、町営バスが本町における公共交通の中心的存在として役割を発

揮するよう引き続き利便性の向上とコスト削減に努めてまいります。また、町内唯一の高校

である須知高校への通学支援につきましては、町営バスの利用促進及び須知高校の活性化対

策として引き続き助成を実施します。 

  また、近年では、高齢者が関係する重大な交通事故が全国的に多発しておりますことから、

その対策として運転免許証自主返納制度を設けており、本年１月末現在で１０６名の方がこ

の制度を活用いただいております。今後も引き続きＪＲバスや町営バスなどの公共交通利用

への誘導を図り、高齢者の事故防止に努めてまいります。 

  ４つ目の柱は「子育て支援」であります。 

  次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため、「京丹波町子ども・子育て支援事
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業計画」に基づき、「子育てをみんなで育む地域の輪」を基本理念に、地域の実情や特性を

踏まえた子育て支援施策を総合的に推進しているところであります。全ての子どもたちが夢

と希望を持って成長することができる社会の実現を目指して、発達支援事業の充実を初め、

児童虐待の未然防止を図るための専門職員を配置し、子育て支援機関との連携強化に努める

など、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を引き続き実施してまいります。 

  また、地域での児童の預かり等の相互援助活動を支援する「ファミリー・サポート・セン

ター事業」は、会員数も増加するなど順調に事業が進んでおり、引き続き推進してまいりま

す。 

  保育所の運営につきましては、乳幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要な時期

であり、質の高い教育と保育の充実、安心安全な施設整備に努めてまいります。さらに、本

年１０月からの消費税率引き上げ時にあわせて実施されることが閣議決定されました「幼児

教育・保育の無償化」についても、今後、着実に取り組みを進め、子育て世代の負担軽減を

図ってまいります。 

  平成３１年度は、「第２期京丹波町子ども・子育て支援事業計画」の策定年度でもありま

す。京丹波町子ども・子育て審議会、また町民の皆様のご意見を伺いながら、よりよい子育

て環境の整備と子どもたちの明るい未来が実現できる計画の策定を進めてまいります。 

  幼保連携型認定こども園の整備に関しましては、教育・保育を一体的に行う、いわば幼稚

園と保育所のよさをあわせ持つ施設として、２０２２年４月の開設に向け、引き続き準備を

進めてまいります。 

  さらには、丹波地区の学童保育１組を丹波ひかり小学校敷地内で整備を行うなど、子育て

環境の充実を一層推進してまいります。 

  また、教育分野におきましては、ふるさとをよく知り、ふるさとを愛する心を育むため、

子どもから高齢者まで生涯を通じたきめ細やかな生涯学習を推進してまいります。 

  まず、学校教育につきましては、いじめ防止対策の推進や学校施設の維持管理など、安

心・安全に学ぶことができる環境を整えるとともに、就学や進学を見据えた保幼小中並びに

須知高校との切れ目のない連携や「学びを育む京丹波町メソッド」による授業改善、さらに

豊かな心を育むための音楽や美術などの専科教育の充実等、新学習指導要領に基づき、英語

教育や情報教育の充実にも努めてまいります。 

  また、地域学校協働活動推進事業では、地域の皆さんと一体となった学校の維持充実と地

域活性化の取り組みを一層推進してまいります。 

  次に社会教育におきましては、心の健康づくりを推進するため、ふるさとの文化にふれ、
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学び合う場の提供や町民の多様化する学習ニーズに対応する取り組みを進めてまいります。

また、青少年の健全育成のための家庭教育の充実や一人ひとりの人権が尊重される心豊かな

町を築くため、人権啓発の推進に努めてまいります。 

  スポーツの推進につきましては、若年層の体力・競技力の向上や高齢者層の健康寿命延伸

のため、京都トレーニングセンターの積極的な活用など、各年代層に応じた運動機会の創出

に努めてまいります。 

  ５つ目の柱は「産業振興」であります。 

  農林業関係につきましては、有害鳥獣対策を初め、担い手の確保や育成、特産物の生産振

興、農業・農村整備、循環型農林業の推進に取り組んでまいります。 

  有害鳥獣対策では、野生鳥獣被害総合対策事業を活用した金網フェンスなどの設置や深刻

なサル被害に対応するため、個体数や行動調査を行うとともに、サル捕獲檻を設置し対策を

強化してまいります。 

  また、「大丹波サル対策広域連携協議会」と連携し、広域に行動するサル群に対して、個

体管理の効率化を図るため新技術を用いた取り組みを実施してまいります。 

  さらに、狩猟者の確保・育成を図るため、狩猟免許の取得支援制度のほか、町域を越えた

広域捕獲の実施や鳥獣撃退器の導入に対する補助や新機種の実証など、より効果的な対策を

実施してまいります。 

  担い手育成対策では、地域の中核的な担い手となる認定農業者や新規就農者を初め、集落

営農組織などが行う農業機械の導入や施設整備に対する支援を実施します。また、担い手養

成実践農場事業を活用し、技術習得から就農までを一貫して支援するとともに、就農前後の

認定就農者に給付金を支給し、定着を図るほか、多様な担い手を増加させるために、空き家

を活用した住環境の整備を図るなど、新たな研修制度の仕組みの構築や農地中間管理機構を

通じた担い手への農地集積を進めてまいります。 

  生産振興対策では、消費者の安全・安心への志向が高まる中、売れる米づくりを進めると

ともに、主要な特産物である「黒大豆」、「小豆」を初め、「そば」、「京野菜」、また、

加工米である「京の輝き」や「飼料用米」、「飼料用稲」など、需要に応じた作物の生産振

興を図るほか、本町の名産である「丹波くり」の生産拡大を図るため、丹波くり振興事業や

国の山村活性化支援交付金を活用し、生産者の確保・育成と生産拡大・販売力の強化に向け

た取り組みを引き続き実施してまいります。 

  また、京丹波町産農産物等の新たな認証制度を本年度から実施し、京丹波ブランドの一層

の確立を支援してまいります。 
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  畜産対策につきましては、堆肥の活用による土づくりを初め、中核的な担い手が行う機械

導入や施設整備に支援を行うとともに、経営所得安定対策を活用した耕種農家と畜産農家の

協力による自給飼料の生産、供給のできる仕組みづくりを推進してまいります。 

  農業・農村整備につきましては、地震・豪雨等の自然災害に備えるため、基幹的な農業水

利施設の老朽化対策を講ずるなど、農村地域の防災・減災に向けた整備を行うとともに、一

定規模のため池点検を実施します。また、中山間地域等直接支払や多面的機能支払交付金の

活用等により、農業・農村の多面的機能の保全が図れるよう支援してまいります。このほか、

小規模農家を含めた地域活動を強化するため、地域外の人材の活用を含めた地域の基盤づく

りや、地域資源を生かした「なりわい」づくり、また、企業と提携したビジネスへの発展ま

でを一体的に支援する集落連携活動を引き続き推進してまいります。 

  林業振興面では、林業経営の向上や林業団体の育成を図り、あわせて森林の持つ多面的機

能を良好に維持していくため、森林を整備する地域活動等への支援を実施します。また、本

町の人工林の３分の２が利用期を迎える中、森林施業の集約化や路網整備を通じた施業の低

コスト化を図るため、仏主区から細谷区を結ぶ「月ヒラ長老線」の開設に取り組むなど、計

画的な森林整備を進めてまいります。 

  さらに、公有林整備事業により、伐採、植林、保育にかかる雇用を創出するとともに、伐

採技術の向上と低コスト技術の習得を図り、今後の施業モデルを構築してまいります。 

  また、間伐材の搬出コストに対する支援を行い、切捨間伐から搬出間伐への切りかえを促

進し、経営基盤の強化と資源の有効活用を図ってまいります。 

  平成３１年４月１日に施行される「森林経営管理制度」では、適切な経営管理を行わなけ

ればならない責務があることを明確化した上で、適切な経営管理が行われていない森林を、

意欲と能力のある林業経営者や市町村に委ね、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立

を図ることとされております。本町においても今後、取り組みを進めてまいります。 

  「京都府立林業大学校」との連携では、実習林の提供などの支援を行うほか、さまざまな

面で連携を強め、森林林業の発展と町の活性化を図ってまいります。今春は、６期生１６名

が卒業される見込みであり、京都府内外の林業関係機関などへの就職が内定していると聞い

ております。卒業生の皆様の活躍を心から期待するものであります。 

  また、循環型森林経営など先進的な取り組みを進める北海道下川町との交流を通じて、本

町の森林林業施策の一層の推進を図ってまいります。 

  さらに、第２次京丹波町総合計画の将来像であります「自給自足的循環社会」の構築に向

けて、バイオマス産業都市構想の具現化に向けた取り組みを進めるため、森林資源や家畜排
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せつ物を初めとした町内に豊富に存在するバイオマスをフル活用し、地域内の資源と経済が

循環する仕組みを構築し、林業・農業・畜産業の活性化や雇用の創出を図ってまいります。

特に地域資源の活用では、京丹波町バイオマス産業都市構想を基本にバイオマスの活用を推

進し、産業創出と地域循環型のまちづくりを目指します。 

  また、町内産木材利用促進事業や薪ストーブ等導入事業、京丹波ぬく森のイス贈呈事業、

木育の推進などを通じて、町内産木材の活用と木のぬくもりを感じる豊かな暮らしの実現に

取り組んでまいります。 

  次に、道路等の整備でありますが、道路は産業活動や住民生活を支えるとともに、地域の

連携や交流圏の拡大など、地方創生を実現するためにも欠かすことのできない社会基盤であ

ります。このため、道路の利便性・安全性の向上はもちろん、観光入込客数の増加などのス

トック効果が最大限発揮できるよう、必要な道路整備に取り組んでまいります。また、橋梁

などの定期点検や長寿命化計画を踏まえた老朽化対策、通学路などの安全対策に引き続き取

り組んでまいります。 

  国道関係につきましては、旧町間を結ぶ重要な幹線道路であることから、国道２７号中山

白土間の狭小区間改修や国道９号橋爪地区の歩道等の整備に向けて、関係団体とも協議し、

安全な道路の早期実現に向け引き続き取り組んでまいります。 

  府道関係につきましては、沿線市との連絡や、国道に連絡する幹線道路であることから、

災害時の避難道路や交流基盤として、その役割は重要であります。このため、早期改修に向

けて、沿線住民の皆様や促進同盟会、協議会の皆様とともに継続して要望活動を行ってまい

ります。 

  河川整備等につきましては、畑川ダムの完成により治水機能が向上し、安心・安全が図ら

れたところであります。引き続き、高屋川「藤ヶ瀬工区」改修事業について、事業進捗が図

られるよう京都府と連携して取り組むとともに、災害の常習地となっている須知川等の河川

につきましては、事業化に向けた関係者との連携、調整に取り組んでまいります。 

  また、砂防事業等につきましても京都府と連携して取り組むこととし、町管理河川におき

ましては、災害の発生につながることのないよう、必要な修繕を行い健全な河川環境の整備

に努めてまいります。 

  なお、畑川ダム湖畔の周辺整備につきましては、財源の確保が課題だと考えております。

地域との合意形成を図りつつ京都府と一体となって整備するため、国・京都府に要望してま

いります。 

  次に、商工業の振興につきましては、一部に景気回復の兆しも見えるものの中小事業者に
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とっては、依然として厳しい経済情勢の中で、商工会と連携した小規模商工業者等の育成や

補給金制度など、町独自施策として商工業者の経営安定に向けた支援を引き続き行うほか、

企業誘致や起業育成及び地元企業の活性化を推進してまいります。 

  特に、町内での起業を後押しする支援として、起業・新事業創出補助金を活用しながら、

地域における雇用創出及び地域への人材定着を推進してまいります。 

  また、国の地方創生推進交付金を活用して、新たに地域商社の立ち上げを行い、地域資源

のブランド化や販路開拓により、農林業や商工業の活性化を図り、起業家育成や雇用創出に

つなげてまいります。 

  観光の振興につきましては、食をテーマとしたさまざまな取り組みを実施し、「食のま

ち・京丹波」として全国への流通拡大や町内への集客などを図ってまいります。 

  平成３１年度も「食の祭典」を丹波自然運動公園、須知高校を会場として、本町の豊かな

食を広く情報発信するとともに、町民総参加のイベントとして町民の皆様の誇りづくりや元

気づくりにつなげてまいります。 

  また、国の地方創生の流れの中、町内の自然環境を生かした映画等ロケ誘致事業を進めて

まいります。この取り組みでは、ロケ地を新たなまちづくりの種（シーズ）として「映画の

まち、映像文化のまち」として本町の活性化を目指します。 

  さらに、道の駅「京丹波 味夢の里」に隣接して、民間事業者によるホテル建設が計画さ

れています。この機会に、京丹波町の魅力を広くＰＲし、町内に観光客を呼び込めるような

取り組みを推進してまいります。 

  また、特産物の販売や施設利用をきっかけとした道路利用者の町内への誘導方法の確立な

ど、京丹波町観光協会等関係団体と連携を図りながら推進をしてまいります。 

  このほか、東京オリンピック・パラリンピックを契機としたホストタウン構想やスポーツ

観光聖地化事業を推進することにより、交流人口の拡大を推進してまいります。 

  最後になりましたが、健康の里づくりの１つである「町財政の健康」であります。これま

でに述べてまいりましたさまざまな施策の実現には、健全な財政を維持することが不可欠で

あります。少子高齢化と人口減少によって年々増加する社会保障費や大型事業の実施に伴う

地方債残高の増加など、財政状況も厳しさを増しております。今後におきましても、新庁舎

の建設など多くの地方債の借り入れが見込まれますとともに、普通交付税の合併特例算定の

段階的縮減を踏まえ、さらなる財政の健全化対策が求められます。 

  このことから、自主財源である地方税の確保におきましては、「公平・公正」の原則のも

と、納税者の立場に立った適正な課税と徴収に努めていかなければなりません。このため、
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京都地方税機構と十分連携し、納税者の利便性を図りながら、徴収率の向上に努めてまいり

ます。 

  また、何事におきましても、町民の皆様への説明責任をしっかりと果たし、要望に応えら

れるよう、また、まちづくりに参画いただけるよう職員一人ひとりが常に住民目線で物事を

考え、町政運営に取り組んでまいります。 

  以上、さまざまに申し上げてまいりましたが、これらの諸施策の実現は、私一人でなし得

るものではございません。緊張感とスピード感を持って誠実に、意思決定機関である議会や

町民の皆様のご意見を伺いながら、職員と一丸となって全力を注いでまいる決意であります。 

  議員各位並びに町民の皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上げます。 

  以上、平成３１年度の施政方針といたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 以上で町長の施政方針の説明を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいまから上程になります日程第５、同意第１号 京丹波町須知財産区管理委員の選任

についてから、日程第３４、議案第３０号 平成３１年度京丹波町水道事業会計予算までの

議案につきましては、本日は提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日の日程とし

たいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

 

《日程第５、同意第１号 京丹波町須知財産区管理委員の選任について～日程第３４、議案第

３０号 平成３１年度京丹波町水道事業会計予算について》 

○議長（篠塚信太郎君） これより日程第５、同意第１号 京丹波町須知財産区管理委員の選

任についてから、日程第３４、議案第３０号 平成３１年度京丹波町水道事業会計予算まで

を一括議題とします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要

を説明させていただきます。 

  同意第１号 京丹波町須知財産区管理委員の選任及び同意第２号 京丹波町高原財産区管

理委員の選任につきましては、平成３１年５月２５日の任期満了に伴う財産区管理委員の選
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任について、議会の同意をお願いしております。 

  まず、同意第１号の京丹波町須知財産区管理委員として選任の同意をお願いする委員さん

についてご紹介を申し上げます。 

  荒井 豊氏は、京丹波町須知新町７４番地にお住まいで、昭和２４年１１月１２日のお生

まれです。衣料小売業を営まれ、これまで町民生児童委員や京丹波町商工会理事をお務めに

なり、現在は、地元山林組合の役員を務められています。引き続き管理委員に選任するもの

であります。 

  谷山 均氏は、京丹波町安井観音寺２８番地にお住まいで、昭和２５年３月３０日のお生

まれです。長年にわたり、京都や大阪の各地方法務局に勤務され、現在は司法書士としてご

活躍されております。また、これまで、安井区区長をお務めにもなられました。引き続き管

理委員に選任するものであります。 

  太田保夫氏は、京丹波町曽根宮ノ浦戸麦５４番地１にお住まいで、昭和２７年２月２６日

のお生まれです。京都府職員として長く勤務され、現在は建設会社にお勤めされています。

また、これまでから地元曽根区の役員をお務めになり、現在も、地元農事組合並びに生産森

林組合の委員としてご活躍されております。新たに管理委員に選任するものであります。 

  湊 修氏は、京丹波町上野中垣内３５番地にお住まいで、昭和３１年２月１４日のお生ま

れです。現在、町内のゴルフ会社に勤務され、また、これまでから、地元上野区の副区長を

お務めになり、現在も、地元生産森林組合長としてご活躍されております。新たに管理委員

に選任するものであります。 

  岡本健幸氏は、京丹波町蒲生大仙坊７３番地にお住まいで、昭和３３年１２月１４日のお

生まれです。京丹波森林組合に勤務され、また、現在も地元農事組合並びに水利組合の委員

としてご活躍されております。新たに管理委員に選任するものであります。 

  松谷實二氏は、京丹波町高岡岩崎２５番地１にお住まいで、昭和２６年９月２２日のお生

まれです。農業を営まれており、これまで、町農業委員並びに村区長をお務めになられて

おります。引き続き管理委員に選任するものであります。 

  徳岡信男氏は、京丹波町新水戸二反田１２番地にお住まいで、昭和２３年４月３０日のお

生まれです。長年にわたり、府立高校の教員として勤務され、これまで新水戸区長並びに須

知財産区竹野地区補助員をお務めになられております。引き続き管理委員に選任するもので

あります。 

  続きまして、同意第２号 高原財産区管理委員として選任の同意をお願いする委員さんに

ついて、ご紹介を申し上げます。 
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  山根正喜氏は、京丹波町下山小畠８番地１にお住まいで、昭和２６年３月３０日のお生ま

れです。町内のテント製造会社に勤務され、下山蕨区長を歴任されております。引き続き管

理委員に選任するものであります。 

  山内憲男氏は、京丹波町下山道ノ間１２番地１にお住まいで、昭和２１年１１月１日のお

生まれです。地元で自動車整備業を営まれており、下山区長を歴任されております。新たに

管理委員に選任するものであります。 

  久保元明氏は、京丹波町豊田九手６０番地にお住まいで、昭和２３年９月６日のお生まれ

です。電気通信関係会社に長く勤務され、豊田区副区長、消防団部長を歴任されております。

引き続き管理委員に選任するものであります。 

  森脇幸夫氏は、京丹波町実勢トミ谷６０番地にお住まいで、昭和２２年１０月１５日のお

生まれです。京都府職員として長く勤務され、実勢区副区長、生産森林組合理事を歴任され

ております。引き続き管理委員に選任するものであります。 

  太田誠一氏は、京丹波町富田坪井１９番地にお住まいで、昭和２１年１１月１８日のお生

まれです。警備会社に長く勤務され、富田区農事組合長、京丹波森林組合の総代を歴任され

ております。引き続き管理委員に選任するものであります。 

  山本正行氏は、京丹波町富田堂山７番地にお住まいで、昭和２４年７月１３日のお生まれ

です。京都市消防局に長く勤務され、富田区農事組合長を歴任されております。引き続き管

理委員に選任するものであります。 

  山田正雄氏は、京丹波町豊田千原１３５番地にお住まいで、昭和３５年１２月２７日のお

生まれです。照明器具製造会社に勤務されるとともに上豊田生産森林組合長を歴任されてお

ります。引き続き管理委員に選任するものであります。 

  以上、ご紹介しました皆さんは、それぞれ豊富なご経験により、地元区の活動におきまし

ても多方面にわたりご活躍されており、また、農林行政にも見識があり、財産区管理委員と

して適任であります。 

  ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

  諮間第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてであります。 

  平成３１年６月末をもって任期満了となります森裕美子委員を再推薦したいので、議会の

ご意見をお伺いするものであります。 

  森氏は、人権啓発や人権相談など積極的に活動いただいているところであり、ご同意賜り

ますようお願い申し上げます。 

  議案第４号 京丹波町ケーブルテレビ事業のあり方に関する審議会設置条例の制定につき
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ましては、情報通信環境の急速な変化を踏まえ、中長期的な観点から京丹波町ケーブルテレ

ビ事業の今後のあり方を検討するため、設置するものであります。 

  議案第５号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制

定につきましては、消費税率及び地方消費税率が平成３１年１０月１日から引き上げられる

ことに伴い、公の施設の使用料等について引き上げを行うこととし、これに伴う関係条例の

改正をお願いしております。消費税の引き上げに関しましては、国の政策であり、改正はい

たし方ないものと考えておりますが、料金等の改正につきましては、住民の皆様にご理解を

いただけるよう努めてまいります。 

  議案第６号 京丹波町印鑑条例の一部を改正する条例の制定につきましては、性同一性障

害、性的指向及び性自認に考慮して、印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取り扱いとす

るため、所要の改正を行うものでございます。 

  議案第７号 京丹波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

につきましては、労働基準法の一部改正及び人事院規則の一部改正を踏まえ、職員の長時間

労働の是正及び健康管理の観点から、時間外勤務に関し必要な事項を規則で定める規定を追

加するものであります。 

  議案第８号 京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定につきましては、非常勤の特別職の職員のうち、学校教育指導主事

及び社会教育指導員を勤務実態にあわせて、臨時的雇用職員としての取り扱いに改めるもの

でございます。 

  議案第９号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定につきましては、平成３１年４月から平成３２年３月までの間、特別職の

給料及び期末手当の額を１００分の１０減じた額とするものでございます。 

  議案第１０号 京丹波町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

つきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害援護資金の貸し付

けにおいて、貸付利率及び保証人についての見直しと償還方法に関して、所要の改正を行う

ものでございます。 

  議案第１１号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、低所

得者に係る保険料の負担軽減措置の拡大に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  議案第１２号 京丹波町水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の

一部を改正する条例の制定につきましては、学校教育法の一部改正を受け、水道法施行規則

及び技術士法施行規則の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 
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  議案第１３号 公の施設の指定管理者の指定につきましては、グリーンランドみずほの指

定管理者に、グリーンランドみずほ株式会社を指定するものでございます。 

  議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定につきましては、瑞穂マスターズハウス及び

瑞穂マスターズ農園の指定管理者に、グリーンランドみずほ株式会社を指定するものでござ

います。 

  次に、議案第１５号 平成３１年度京丹波町一般会計予算から、議案第３０号 平成３１

年度京丹波町水道事業会計予算につきまして、一括してご説明申し上げます。 

  まず、一般会計予算の総額は、１１４億１，３００万円、前年度当初予算に比べ３．１％、

３億４，７００万円の増額となりました。また、公営企業会計を含む特別会計全体では、８

６億２，７０５万１，０００円となり、前年度対比３．６％の減額となっております。介護

保険事業特別会計における保険給付費の減額や水道事業会計における減価償却費の減、移設

工事費の減額が主なものであります。 

  なお、全ての会計の総額は２００億４，００５万１，０００円となり、前年度対比２，９

４６万４，０００円、０．１％の増額となりました。 

  それでは、一般会計の歳出から特徴的なものについてご説明いたします。 

  総務費では、新庁舎建築敷地内の地下式調整池の整備や庁舎本体の建築工事などに９億１，

０１８万円、本町の豊かな食のＰＲと地域振興を図るためのふるさと寄附金制度の運営経費

として４，４５４万円、新庁舎整備に合わせ、瑞穂支所機能の移設を想定し、移転先の施設

改修に係る設計業務委託に１５０万円、和知支所機能の維持継続を目的とした耐震化工事と

して８，７１０万円を計上しております。 

  また、須知高校への教育支援として教育振興対策交付金１３０万円、通学支援として町営

バス利用促進助成金１２８万円、高齢者運転免許証自主返納奨励金に３０万円、高齢者運転

免許講習実施支援補助金として１４５万円、町営バス運行事業特別会計への繰出金に８，７

２７万円、住民自治組織の育成と組織化を支援する住民自治組織まちづくり交付金、地域力

向上事業助成金及び京丹波町住民自治組織連絡協議会への補助金を合わせて２０４万円、地

域おこし協力隊の活動経費に１，８９３万円を計上したところであります。 

  また、地域資源活用推進事業として、バイオマス産業都市構想の具現化を図るための委員

会運営経費などに３４万円、京丹波ぬく森のイス贈呈事業や北海道下川町との交流など森林

（もり）の文化創造事業に３０３万円、木質バイオマス活用のモデル事業として運用してい

ます地域熱供給施設管理事業に１，０３４万円を計上しております。 

  民生費では、少子高齢化が進む中、高齢者や障害者の皆様が住みなれた地域で安心して自
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立した生活を営むことができる環境づくりと、児童福祉における子育て支援の充実、拡充に

配慮した予算編成に努めたところであります。 

  主なものとしましては、福祉人材確保対策として、福祉人材確保対策事業に１６５万円と

介護福祉士育成修学資金貸付事業に２００万円、平成３１年度は隔年実施しております「京

丹波町戦没者追悼式」の開催にあたり追悼式の開催経費を含む戦傷病者遺族援護事業に２３

１万円、障害者の自立支援事業に３億６，９２８万円、自立支援医療給付事業に２，２３２

万円、地域生活支援事業に４，８３９万円を計上しております。 

  また、高齢者福祉では、介護保険事業に３億６０３万円、介護療養型老人保健施設運営事

業に７，８３１万円、高齢者の在宅生活を支援する在宅高齢者等生活支援事業に２，６６６

万円、後期高齢者医療広域連合に対する給付費負担金など関係経費に３億４５５万円を計上

しております。 

  また、出生から１８歳以下の方までの入院等に係る子育て医療費助成事業として、総額２，

４２７万円、すこやか子育て祝金事業に５１０万円を計上したほか、ファミリー・サポー

ト・センター事業に４２５万円、子育て応援助成事業として子育て世帯での住宅リフォーム

支援事業補助金に５００万円、児童手当支給事業に１億５，３１９万円を計上しております。 

  次に、保育所費では、町立３保育所の運営経費や環境整備に総額３億４，１１１万円を計

上し、子どもたちの健やかな成長を支援することとしております。 

  衛生費では、町民一人ひとりの健康寿命の延伸を目指し、健診内容を充実させ、引き続き、

各種健診事業を無料で実施するとともに、健診後の保健指導や健康教育事業の充実に努めて

まいります。また、安心して妊娠、出産ができる体制の確保のための不妊治療給付事業に９

０万円、妊産婦健康診査などに５４２万円、出産前後の妊産婦への支援を図る妊娠出産包括

支援事業に４０万円、生活習慣病予防のための特定健康診査事業に１，６７２万円、胃がん、

大腸がん、乳がん検診など、その他健康診査事業に４，３１０万円を計上しております。 

  また、予防費では、従来の予防接種に加え、昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日

までの間に生まれた現在３９歳から５６歳の男性が風疹に係る定期予防接種の対象者として

追加されたことに伴う経費も含み、予防接種事業に３，４１０万円を計上しております。 

  環境保全、地球温暖化防止などの環境衛生対策では、地球温暖化対策として再生可能エネ

ルギーの推進を図ることを目的に、住宅用太陽光発電システム設置費補助金などに２３０万

円を計上したほか、下水道会計への繰り出しを含め６，３２４万円、清掃費には、船井郡衛

生管理組合の分担金を主なものとして３億６８２万円、上水道費には水道事業会計への補助

金として６億１，０１０万円を計上しております。 
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  農林水産業費につきまして、農業費では、被害防止や捕獲施設の設置を図る有害鳥獣対策

事業に８，６２０万円を計上するほか、中山間地域等直接支払事業に１億１，０８３万円、

多面的機能支払交付金事業に１億１，４７５万円を計上し、地域ぐるみの活動や営農への支

援を行うとともに、集落営農組織への農業機械導入補助を初めとする農業振興事業に８１５

万円、新たに新設した認定農業者や新規就農を支援する経営体確保・育成事業に６２７万円、

次世代を担う農業者となることを目指す方の経営確立を支援する農業次世代人材投資事業に

１，８００万円、特産物等作付助成などの水田農業構造改革対策助成事業に２，８３０万円、

黒大豆・小豆の生産拡大を図るための機械導入への助成を行う地域特産物生産応援事業に１，

０２６万円、実需からの具体的なニーズに対応するため、生産・流通に係る機械整備や老朽

化する共同乾燥施設を長寿命化させる機能保全を支援する京の米生産イノベーション事業に

４４１万円。また、農産物の新たな認証制度の実施や担い手対策、農業の生産振興を図る農

業技術者会議活動強化事業に１００万円、空き家を活用した住環境の整備を行う、移住定住

促進事業に５７０万円、地域資源を生かした「なりわい」づくりや企業と提携したビジネス

ヘの発展までを一体的に支援する農村型小規模多機能自治推進事業に３９０万円。ロケ地活

用として整備を図る鳥インフルエンザ発生農場跡地活用事業に５７３万円、農業用施設整備

などの農地保全事業に８９２万円、ため池点検等を行う土地改良施設維持適正化事業に８２

３万円を計上し、営農組織や担い手育成、特産物の生産振興、ため池など農業生産基盤の整

備と防災・減災に向けた取り組みを進めてまいります。 

  また、山村振興費では、面積の８３％を占める森林の多くが利用期を迎えることから、森

林伐採計画の策定や木材販売支援システムの開発、本町の特産である「丹波くり」の生産振

興など、山村振興地域での地域資源活用を図る、山村活性化支援事業に１，０３２万円を計

上し、地域経済の活性化を図ってまいります。 

  また、ケーブルテレビの運営には１億９，８６３万円を計上し、施設の適正な維持に努め

るとともに、今後のケーブルテレビ事業のあり方について検討してまいります。 

  林業費では、林業の担い手育成を初めとする林業振興対策事業に４７１万円、町有林の整

備、皆伐・主伐・間伐等を実施する公有林整備事業に１億５６万円、特用林産物の安定した

生産体制の構築や町内の経済循環の促進及び林業就業者の育成を図る森林資源循環利用促進

事業に２６６万円、町内基幹林道の維持管理費用及び地元管理林道の維持管理工事に係る経

費の助成や上乙見地区治山流路工設計業務等、林道維持管理事業に５８０万円、森林の多く

が利用期を迎えることから路網の整備を通じた低コスト化を図ることが重要であり、新たな

森林管理道の月ヒラ長老線開設の開設に係る測量設計監理業務等、森林管理道開設事業に２，
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５８３万円を計上し、森林の保全及び活用と路網整備を図ってまいります。また、本路線に

つきましても災害等緊急時の補完道路として位置づけ、効果的な運用を図ることとしており

ます。 

  商工費では、新規事業として、京丹波町の豊かな地場産品等の地域資源を商品化し、ふる

さと納税の仕組みを活用した販路開拓や起業支援を行う地域商社の立ち上げ支援として１，

０００万円、消費税引き上げによる低所得者及び子育て世代への影響を緩和し、消費喚起対

策として行うプレミアム商品券発行事業に７７５万円を計上したほか、小規模事業経営支援

事業への補助を初め、資金融資利子補給などの商工業振興事業に２，０３３万円、融資保証

料補給事業に１３０万円、本町の特性にあった企業誘致を推進する企業誘致対策事業として

１４０万円を計上したほか、京丹波町産業ネットワークの活動を通じた新事業の創出や雇用

促進、起業セミナーの実施など町内での起業を支援する起業・新産業育成事業に７９５万円

を計上し、小規模店舗や中小企業への経営支援を引き続き実施します。このほか、買い物支

援バス運行事業に１２４万円を計上するなど、商工業の振興を図ってまいります。 

  観光費では、観光振興事業として、京丹波町観光協会の運営補助に７００万円を計上し、

夏まつり開催への助成と観光協会との連携による京丹波町ならではの観光事業を推進してま

いります。また、道の駅「京丹波 味夢の里」の維持管理・運営モニタリング業務委託費な

どに５６０万円を計上し、引き続き施設の適切な運営業務の確認を行うこととしております。

京丹波まるごと交流型観光推進事業には９６３万円を計上し、各種物産展への参加や旅行会

社訪問など積極的な観光プロモーションを実施し、戦略的な観光施策を推進します。また、

ロケ誘致・観光振興の促進などロケ地誘致事業に１，２４３万円を計上し、京丹波町ロケー

ションオフィスの運営を行ってまいります。 

  土木費では、道路維持費として６，０６７万円を計上しております。冬季の除雪を初め、

道路利用者の通行に支障がないよう維持管理に努めてまいります。道路新設改良費では、蒲

生野中央線や市場上ノ山線の改良や橋梁修繕、舗装修繕等、継続して整備を進める１４路線

と、細谷中央線等、新規に取り組む２路線、また、２カ所の治水対策などに総額４億５，９

９３万円を計上し事業に取り組んでまいります。このほか、河川維持管理事業に１，１０３

万円を計上しております。住宅管理費では、町営住宅の維持管理や政策空家として管理して

おりました和知地区篠原石仏団地等の除却費用に３，００８万円、木造住宅耐震改修事業や

継続して実施します住宅改修補助金交付事業に７６０万円を計上しております。このほか、

昨年の７月豪雨等で被害を受けられた住宅の修繕等に要する費用の一部を助成する地域再建

被災者住宅等支援補助金につきましても５１０万円を計上しております。 
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  消防費では、中部広域消防組合負担金に２億８，４６４万円、消防団運営費に７，２５３

万円、消防車両１台の更新を行う消防車両更新事業に９６２万円を計上しております。また、

防護服などの原子力災害対策備品の整備や、災害時の緊急備蓄物資の購入などの防災事業に

２６４万円を計上したほか、デジタル移動系防災行政無線維持管理事業費として７２１万円

を計上し、災害時の体制強化に努めてまいります。 

  教育費では、認定こども園開設準備事業に３，３３０万円、小中学校の教職員用校務系シ

ステム機器整備事業に５，２４９万円、丹波地区の学童保育施設整備工事に７，２１７万円、

グリーンランドみずほホッケー場の夜間照明設置工事などホストタウン構想推進事業に１億

５２３万円を計上したほか、学校運営、教育振興、社会教育の推進に所要の額を計上してお

ります。 

  次に、歳入についてであります。現下の経済情勢のもと、大幅な景気の上向きには、まだ

時間が必要であると認識しております。 

  このような状況の中、町税につきましては、平成３０年度の賦課資料及び決算見込み、地

方財政計画などの指標をもとに検討を加え、あわせて、総所得の推移などの要因を考慮し、

過大見積もりにならないよう算定を行い、総額で前年度比３，８９６万円減の１５億５，３

１０万円を見込んでいるところであります。 

  また、引き続き、ふるさと寄附金による財源の確保を図ってまいります。寄附金の額は３，

０００万円を見込み、ふるさと産品の充実と業務委託により効率化を図ってまいります。 

  なお、地方交付税につきましては、合併特例措置の段階的縮減が４年目となり、合併算定

替と一本算定の差額の７０％が減額されることから、前年度から１億１，０００万円の減額

を見込むとともに、上水道高料金対策経費の特別交付税からの振替分の８，０００万円に他

の要素を加えた１億６，０００万円の増額を見込み、全体で４７億９，０００万円を計上し

たところであります。 

  施政方針で申し上げましたように、平成３１年度も引き続き、京丹波町総合計画を軸に京

丹波町創生戦略やバイオマス産業都市構想などの各種計画に基づき、国・府の財政支援を受

けながら事業を推進し、基本理念であります「健康の里づくり」の構築に向けて、町民の皆

さんと一体となって取り組んでまいりたいと考えております。 

  議員各位を初め、町民の皆様の格別のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

  以上、一般会計予算の説明とさせていただきまして、引き続き特別会計につきましてご説

明申し上げます。 

  国民健康保険事業特別会計につきましては、１８億３，９００万円を計上しております。
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国民健康保険事業は、少子高齢化の進展や雇用環境の変化、税負担能力の低下や医療費が増

加傾向にあることなど、市町村国保が抱える構造的な課題により、財政状況が一段と厳しさ

を増す中、国においては、持続可能な医療保険制度を構築するため、平成３０年度から市町

村国保の都道府県化が開始されました。 

  都道府県が財政運営の責任主体となり、中心的な役割を担い安定した財政運営を図ること

となっておりますが、今後におきましても、引き続き国の財政支援の強化を京都府とともに

求めてまいりたいと考えております。 

  また、本町の国保税率につきましては、これまでから保険給付費等の伸びに対応するため、

税率改定も視野に入れ種々検討を重ねておりますが、毎年、京都府より示される標準保険料

率も１つの参考として検討するものの、まだまだ不確定で不透明な状況もあることなどから、

現行の保険税率を出発点として、最終的な被保険者の負担にも十分配慮した設定を行うこと

が極めて重要であると考え、今年度におきましても、据え置くことといたしました。 

  新制度における実際の運営状況や決算状況等を注視しながら、適正な保険税率について継

続して検討を重ねるとともに、今後とも、特定健診事業の積極的な取り組み、医療費の適正

化対策や収納率向上対策により、公平性の確保と財政の安定化、また、業務の効率化を図り、

より一層、安定した事業運営の推進に努めてまいります。 

  後期高齢者医療特別会計につきましては、２億４，３１５万９，０００円を計上しており

ます。 

  本会計につきましては、京都府後期高齢者医療広域連合の算定に基づく保険料を徴収し、

広域連合に納付する収支となっております。 

  本町の全人口に占める７５歳以上人口も増加傾向にある中、制度の見直しや広域連合納付

金の増額、また、国の方針により、年々、人間ドック助成金が削減されておりますが、平成

３１年度におきましても、一般会計からの繰り入れなどにより、個人負担を変更することな

く、高齢者の保健予防に精いっぱい努めてまいりたいと考えております。 

  介護保険事業特別会計事業勘定では、２１億３，６２９万９，０００円を計上しておりま

す。平成３０年度から３カ年を計画期間とする第７期介護保険事業計画等に基づき、引き続

き、介護サービスの給付適正化と介護予防事業に取り組むとともに、地域支援事業の充実を

図り、介護が必要な状態になっても、住みなれた地域での暮らしが営めるよう事業の円滑な

推進と健全運営に努めてまいります。 

  また、地域包括支援センターを中心に、住民主体の健康づくりや介護予防の取り組みを支

援するとともに、「介護予防・日常生活支援総合事業」では、関係機関と連携を図り、地域
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の資源も活用しながら、利用者の皆様の選択による多様なサービス提供に努めてまいります。 

  サービス事業勘定では、４８７万６，０００円を計上しております。要支援者等への介護

予防支援計画の作成を主なものとして、事業を推進してまいります。 

  また、老人保健施設サービス勘定につきましては、１億５，２６１万円を計上し、施設の

運営、入所サービス等の提供を行い、在宅復帰や在宅療養の支援など包括的なケアに取り組

んでまいります。 

  下水道事業特別会計につきましては、９億５，９１０万円を計上しております。必要とな

る財源の確保や経費の縮減に努め、効率的な事業運営に取り組むこととし、農業集落排水事

業や公共下水道事業におきましては、老朽化が進む施設の機能強化や予防保全を行い、施設

機能の長寿命化を図ることとしております。また、浄化槽市町村整備推進施設費においても

浄化槽法に定める適正な維持管理経費を計上し、帰属基数の増加も含めた汚水処理普及率の

向上による公共用水域の水質保全と生活環境の改善に努めてまいります。 

  町営バス運行事業特別会計につきましては、１億２，２８２万円を計上しております。町

営バス１台の更新を行い、児童・生徒の通学バス及び地域公共交通として安全運行に努める

とともに、利便性の向上を図ってまいります。 

  国保京丹波町病院事業会計につきましては、京丹波町病院と和知診療所及び歯科診療所の

３施設を１会計としており、収益的収入及び支出に１０億１，５２０万円を計上いたしまし

た。 

  また、資産の構築に属する資本的収入は出資金の繰り入れを取りやめたことから、歯科診

療所における４３万１，０００円のみとなりました。一方、支出におきましては７，３９３

万１，０００円を計上し、資本的収入及び支出に不足する額７，３５０万円を、過年度分損

益勘定留保資金で補塡することといたしております。 

  引き続き、厳しい経営環境に変わりはございませんが、医師住宅の有効利用や地域包括ケ

ア病床の充実など、さらなる経営の健全化を図り、地域包括ケアシステムの推進に努めてま

いります。 

  水道事業会計につきましては、３条予算の収益的収入に、水道料金や一般会計からの繰入

金など１２億５，０８０万円、収益的支出に水道法に基づく水質検査や水道施設の日常点検

業務等の委託料と、施設の機械及び電気設備類や管路の維持補修工事費として１２億４，２

４０万円を計上しております。 

  また、４条予算の資本的収入には、管路更新を進めるための企業債や府補助金、一般会計

からの負担金・出資金など、３億８，５８６万円、資本的支出には、耐震管への更新工事費
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及び移設更新に要する委託料や工事費などの建設改良費や企業債償還金など、８億１８３万

５，０００円を計上しております。 

  なお、資本的収支において、不足する額４億１，５９７万５，０００円につきましては、

消費税及び地方消費税資本的収支調整額１９６万５，０００円、過年度分損益勘定留保資金

１億６，４０９万５，０００円、及び当年度分損益勘定留保資金２億４，９９１万５，００

０円で補塡することとし、水道施設の適正な維持管理による安心・安全な水道水の安定供給

に努めてまいります。 

  その他、土地取得特別会計につきましては、基金利子等の積み立てを計上したものであり、

育英資金給付事業特別会計につきましては、育英基金の目的に沿う適正な給付に留意し、６

２５万６，０００円を計上しております。また、須知・高原・桧山・梅田・三ノ宮・質美の

各財産区特別会計につきましては、財産の管理及び住民団体への助成を中心として編成した

ものでございます。 

  以上、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ慎重にご審議賜りまして、原案にご

賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  なお、平成３０年度の補正予算につきましては、後日追加提案をさせていただきたく思っ

ておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） これより暫時休憩します。１０時３５分までとします。 

休憩 午前１０時１９分 

再開 午前１０時３５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  補足説明を担当課長に求めます。 

  議案の説明は日程順にお願いします。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 同意第１号 京丹波町須知財産区管理委員の選任について及び同

意第２号 京丹波町高原財産区管理委員の選任につきまして、一括して補足説明を申し上げ

ます。 

  先ほどの町長の提案説明におきまして、それぞれ詳しく説明があったところでございます

が、任期につきましては、地方自治法第２９６条の２第３項の規定によりまして、４年間と

なっておりまして、両財産区とも平成３１年５月２６日から平成３５年５月２５日までの４

年間でございます。 

  なお、選任にあたりましては、それぞれ各区長様による調整をいただいたところでござい
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ます。この中で今回新しく選任同意をお願いする方でございますが、須知財産区管理委員に

おきましては、太田保夫氏、湊 修氏、岡本健幸氏の３名の方々でございます。 

  太田保夫氏は、曽根・院内・幸野・森地区の代表として、平成１９年度から１２年間委員

を務められました松本 寛氏の後任として。湊 修氏は、上野地区代表として、平成１９年

度から１２年間委員を務められました須知 要氏の後任として。岡本健幸氏は、蒲生・蒲生

野地区代表として、平成２３年度から８年間委員を務められました山崎俊雄氏の後任でござ

います。 

  また、高原財産区管理委員におきましては、山内憲男氏でございます。下山地区の代表と

して、平成１３年度から１８年間委員を務められました上仲幹雄氏の後任として、今回、選

任同意をお願いしております。 

  以上、まことに簡単でございますが、同意第１号及び同意第２号の補足説明とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして、

補足説明を申し上げます。 

  人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づきまして、市町村長はその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦を行い、法務大臣が委嘱することとなっており、その任期は

３年となっております。 

  京丹波町では、現在１１名の人権擁護委員さんにご活躍いただいているところでございま

す。森裕美子氏は、今年の６月３０日をもって任期満了となられますが、これまでの活躍実

績や地域住民の信頼も厚いことなどから、引き続き人権擁護委員として再推薦いたしたく、

議会のご意見を求めるものでございます。 

  森裕美子氏は、京丹波町安栖里森屋１番地にお住まいで、昭和２６年８月７日生まれの満

６７歳で、現在２期目の人権擁護委員としてご活躍いただいております。 

  それでは、諮問第１号を読み上げまして、補足説明とさせていただきます。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

記 

  住所 京都府船井郡京丹波町安栖里森屋１番地 

  氏名 森裕美子 昭和２６年８月７日生 
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  平成３１年３月４日提出 

  京丹波町長 太田 昇 

  提案理由といたしましては、人権擁護委員の任期満了に伴い、人権擁護委員候補者を推薦

する必要があるため。 

  以上でございます。 

  なお、裏面に主な職歴等を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。ご審

議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） 議案第４号 京丹波町ケーブルテレビ事業のあり方に関する

審議会設置条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  まず初めに、今後のケーブルテレビ事業のあり方について、検討するに至った経過等につ

いて説明をいたします。 

  本町では、テレビの難視聴対策やインターネット環境の構築、また、防災情報の伝達を初

めとした情報通信環境の充実のため、平成２３年度より、町内全域でケーブルテレビのサー

ビスを提供してまいりましたが、近年の情報通信技術の急速な進展や情報通信環境の変化は

大変目まぐるしく、特にインターネットの通信環境は、都市部との格差も生じており、民間

並みのサービスを町直営で継続していく場合、多額の投資が必要と試算しております。 

  このような中、最先端の情報通信網の確保のため、他の自治体では、公営から民営に移行

する自治体が見受けられるようになってまいりました。 

  この具体的な内容につきましては、民間が施設整備を行い、テレビ・電話・インターネッ

トのサービスを提供し、その整備にかかる費用や一定期間の維持管理費用の一部を自治体が

負担する方式です。この方式によりましても、難視聴地域やブロードバンドゼロ地域の解消

を初め、自主放送番組や防災・災害情報等の発信を引き続き行うことを基本に、町内全域を

光ファイバー網で整備すること、可能な限り現在の利用料に近い費用で同様のサービスを維

持し、かつ、希望者には、インターネットや多チャンネルサービスなど、これまで以上のサ

ービスを提供することが可能となっております。 

  今回、提案いたしました京丹波町ケーブルテレビ事業のあり方に関する審議会は、本町の

現状を分析する中で、将来におけるケーブルテレビ事業のあり方について諮問し、意見や助

言等を聞く場として設置をお願いするものでございます。 

  それでは、改めて、議案第４号 京丹波町ケーブルテレビ事業のあり方に関する審議会設

置条例につきまして、説明を申し上げます。 
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  本審議会は、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、執行機関の附属機関とし

て設置するもので、情報通信環境の急速な変化を踏まえ、中長期的な観点から京丹波町ケー

ブルテレビ事業の今後のあり方について審議するものでございます。 

  第２条の所掌事項では、審議会は、ケーブルテレビ事業のあり方について町長の諮問に応

じ、調査及び審議、答申するものでございます。 

  次に、第３条の組織は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、または任命する委員１０

人以内で組織するものとしており、第１号の町議会が推薦する議員から第６号の町長が適当

と認める者まで列記をさせていただいております。 

  次に、第４条の委員の任期でございますが、任期につきましては、町長に答申を行う日ま

でとしております。 

  飛びまして、第７条で審議会の庶務についてを記載しております。庶務は、企画財政課に

おいて処理することとしております。 

  以上、大変簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議いただきまし

て、ご議決賜りますようによろしくお願いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 議案第５号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例

の整理に関する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  消費税率の引き上げにつきましては、今後とも増加が見込まれます社会保障４経費の財源

確保を図るということを主な目的といたしまして、平成２４年８月２２日に公布されました

社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す

る等の法律、及び社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税

法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律におきまして定められて

おり、地方税率と地方消費税率を合わせまして、平成３１年１０月１日から１０％に引き上

げられることとなっております。 

  本町におきましては、消費税が引き上げられますことに伴いまして、税負担の円滑かつ適

正な転嫁を基本として対処するといった国の考え方を踏まえまして、公の施設の使用料及び

利用料や上下水道事業等の料金について、消費税相当額分の引き上げを行うため、関係しま

す４０の条例につきまして改正をお願いするものでございます。 

  議案につきましては、４０の条例改正を関係条例の整理に関する条例として、一括して改

正する方法をとっておりますが、まず全体の構成を見ていただくために、本日、Ａ４一枚も

のの一覧表をお配りしておりますので、そちらのほうをごらんいただきたいと存じます。 
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  それぞれ担当課ごとに章で区分しておりまして、第１章の保健福祉課関係から第８章の教

育委員会関係までそれぞれ所管をしております施設等の条例改正につきまして、第１条から

第４０条ということで整理をしております。 

  次に、議案書のほうでございますが、議案書表紙からおおむね８枚目までが改正の条例と

なっておりまして、それ以降が新旧対照表となっております。 

  それぞれに説明をさせていただくべきところではございますが、改正内容につきましては、

いずれも使用料等につきまして消費税引き上げ相当額を引き上げるという内容でありますの

で、条例そのものの内容には変化がありませんので、個々の説明につきましては省略をさせ

ていただきまして、施行期日の関係につきまして説明をさせていただきます。 

  議案書の中ほど、改正条例第４０条の次に附則がございます。 

  附則１の施行日でございますけども、この条例につきましては、平成３１年１０月１日か

ら施行をするものでございますが、附則の２から５におきまして、水道及び下水道関係の料

金につきまして経過措置を設けております。これにつきましては、料金を算定する期間が施

行日をまたぐ場合の経過措置ということでありまして、条例の施行日前、つまり平成３１年

１０月１日以前から継続して使用をしている水道、あるいは下水道等の料金につきましては、

１０月３１日までに料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、従前

のとおりとするということでございます。 

  具体的には、１０月に入りまして、検針を行い確定します料金につきまして、本町では、

１１月請求分ということになりますが、この料金につきましては、改正前の料金になるとい

うことであります。そうした経過措置をつけさせていただいております。 

  以上、まことに簡単ではございますが、議案第５号の補足説明とさせていただきます。ご

審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、議案第６号 京丹波町印鑑条例の一部を改正する条例

の制定についての補足説明を申し上げます。 

  今回の改正につきましては、添付しております新旧対照表にもありますように、現行の第

４条、登録では、住所、氏名、生年月日及び男女の別を登載することとされておりますが、

そのうち男女の別の文言を削除するものでございます。 

  これは、印鑑登録証明事務処理要領におきまして、印鑑登録証明書には住民基本台帳法第

７条第３号の規定と同様に、男女の別を記載することとされているところではございますが、

このたび性的指向でありますとか性自認を持つ、いわゆる性的少数者に配慮するとともに、
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本来、印鑑証明書は、本人が登録した登録印鑑が地方公共団体に確かに登録されているもの

であることを証明するものであり、特に性別の記載がなくても性質上その役割は十分果たせ

ることから、印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取り扱いとするものであります。 

  なお、平成２８年１２月１２日付、総務省通知におきまして、性別を記載しない扱いとし

ても何ら差し支えないとされているところでございます。 

  また、施行日は平成３１年４月１日としております。 

  以上、まことに簡単ではございますが、京丹波町印鑑条例の一部を改正する条例の制定に

ついての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 議案第７号 京丹波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  町長の提案説明にもありましたように、労働基準法の一部改正及び人事院規則の一部改正

におきまして、長時間労働の抑制と労働者がその健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮し

ながら効率的に働くことができる環境を整備するため、労働時間制度の見直しを行う所要の

改正が行われたことを受けまして、国家公務員におきましても、人事院規則で超過勤務命令

を行うことができる上限が定められたところであります。地方公務員にありましても、地方

公務員法第２４条第４項におけます均衡の原則に基づき同様の措置を講ずるものでございま

す。 

  具体的には、超過勤務時間の上限等に関する事項を規則に委任するための条例改正となっ

ております。 

  なお、規則で定めます超過勤務命令の上限時間としましては、一般的な業務におきまして

は、１カ月４５時間、１年３６０時間となっております。 

  また、他律的業務ということで、業務量なり業務の実施期間、その他の業務の遂行に関す

る事項等をみずからが決定することが困難な業務という部分にありましては、１カ月１００

時間以内、１年７２０時間。それから、１カ月ごとに区分した各期間に当該期間の直前の１

カ月、２カ月、３カ月、４カ月、５カ月の期間を加えたそれぞれの期間ということで、２カ

月から６カ月の１カ月当たりの平均時間が８０時間。それから、１年のうち１カ月において

４５時間を超えて超過勤務を命ずる月数が６カ月となっております。 

  また、災害対応などの特例業務に従事します場合は、上限時間の規定は適用しないことと

なっております。 

  なお、この超過勤務命令の上限を超えて超過勤務を命ずる場合におきましては、あらかじ
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めその旨を職員に通知をするか、それが困難な場合には事後速やかに通知をするということ

に加えまして、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をすること。また、要因の整理、分析、

検証を行う必要があるということでございます。 

  以上、まことに簡単でございますが、議案第７号の補足説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第８号 京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の一部改正におきましては、非常勤の特別職職員のうち学校教育指導主事及び社会教

育指導員につきまして、現状の勤務実態にあわせまして、非常勤特別職から臨時的雇用職員

とさせていただくものでございまして、報酬から労働の対価として整理をしますとともに、

処遇改善を行おうとするものでございます。 

  現在、学校教育指導主事は５名、社会教育指導員が２名でお世話になっているところでご

ざいます。 

  処遇としましては、報酬で月額１２万円。勤務日数、勤務時間としましては、学校教育指

導主事が１週３日、社会教育指導員は週２４時間以内の範囲となっております。 

  また、通勤手当は、支給をされていない状況でございます。 

  また、勤務実態等が現行の特別職に記載される他の委員とは異なる状況にあることから、

勤務実態に即した賃金体系に改めるものでございます。 

  以上、まことに簡単でございますが、議案第８号の補足説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第９号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の補足説明を申し上げます。 

  平成３１年４月から平成３２年３月までの間、特別職の給料及び期末手当の減額を引き続

き行うものでございます。 

  改正は、附則により給料及び期末手当の額から１００分の１０減じた額とするものでござ

います。この減額措置につきましては、平成１９年４月から引き続いて実施をしております。 

  なお、この改正によります削減額は、総額で３２０万８，０００円となります。 

  以上、議案第９号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきまして、お認めいただ

きますようによろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） 議案第１０号 京丹波町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。 
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  この条例改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が

昨年６月２７日に、また、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令が本年１月３０日に公布

され、同年４月１日から施行されることに伴いまして、本町の災害弔慰金の支給等に関する

条例におけます災害援護資金の貸し付けに関しまして一部を改正するものでございます。 

  今回の主な改正内容は、町長の説明にありましたように、災害援護資金の貸し付けにおき

まして、貸付利率及び保証人についての見直し、また、償還方法に関して所要の変更等を行

うものでございます。 

  具体的には、新旧対照表によりご説明させていただきますので、２枚目の横長の表をごら

んください。 

  まず、１４条では、利率及び保証人について規定するもので、定率で３％に固定されてい

た貸付利率は３％以内と改正され、市町村が条例で制定することで、低利率での貸し付けが

可能となったところであることから、本町におきましても、甚大化する昨今の災害被害状況

等に鑑みまして、また、被災者の負担軽減を最大限考慮し、延滞金の場合を除きまして貸付

利率を無利子とするものであります。 

  また、国の施行令の第８条で規定されていました保証人の項目につきましては、このたび

削除されまして、保証人の要否につきましては、市町村の判断にゆだねられたところでござ

いますが、今後の債権回収などさまざまな場面を想定いたしまして、保証人についても条例

で明文化し、その保証債務としては、違約金も含めることとしたところでございます。 

  次に、１５条の償還等では、国の施行令第７条第３項において、年賦及び半年賦償還に加

えまして、月賦償還が追加されたことから１項で月賦償還を追加し、２項では貸付利率を無

利子としたことから元金均等償還に改正するものでございます。 

  なお、３項では、これも国の施行令におきまして、第８条に規定されていた保証人に関す

る条文が削除されたことに伴いまして、保証人の文言を削除し、条ずれによる条番号を整理

したものでございます。 

  以上、まことに簡単ではございますが、京丹波町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてのご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） それでは、議案第１１号 京丹波町介護保険条例の一部を改

正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。 

  介護保険条例につきましては、介護保険事業計画により高齢者の人口や要介護認定者を見
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込み、さらにサービスの種類や量、その給付費を推計し、平成３０年度から平成３２年度ま

で３カ年の保険料や段階設定を定めているところでございます。 

  今回の改正につきましては、国において実施される低所得者の第１号保険料軽減強化対策

に基づき、平成３１年度における保険料率の特例を規定するものであります。既に低所得者

に対する保険料の軽減措置として、平成２７年度から第１段階保険料について、保険料基準

額に対する割合を０．５から０．４５に引き下げた保険料としているところでございますが、

今年１０月の消費税１０％への引き上げにあわせて、さらに軽減強化を行うこととし、現在

の第１段階保険料のさらなる軽減と市町村民税非課税世帯が対象となる第２段階及び第３段

階においても軽減を図ることとして附則に１項を加え、保険料率の特例を規定するものであ

ります。 

  改正分の制定附則第１０項と、あわせて別にお配りをしております介護保険条例の一部を

改正する条例説明資料をごらんください。 

  まず、第１号では、第１段階保険料として、本来、３万６，７００円のところ、さきに申

し上げましたとおり、既に軽減措置として３万３，１００円としておりますが、平成３１年

度はさらに軽減を図り、２万７，６００円とするものでございます。 

  続きまして、第２号では、第２段階保険料として、５万１，４００円を軽減措置により４

万２，３００円に、第３号では、第３段階保険料として、５万５，１００円を軽減措置によ

り５万３，３００円にそれぞれ規定させていただくものでございます。 

  次に、この条例に伴います施行日についてでございますが、現在、国において、介護保険

法施行令の改正に向けた作業が行われており、この改正をもって施行することとなりますの

で、条例の施行日を規則に委任させていただくこととしております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１１号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条

例の制定についての補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 十倉上下水道課長。 

○上下水道課長（十倉隆英君） それでは、議案第１２号 京丹波町水道布設工事監督者及び

水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明

を申し上げます。 

  本改正につきましては、先ほどの町長の提案説明にありましたように、学校教育法の一部

改正を受け、水道法施行規則及び技術士法施行規則が改正されることに伴い、布設工事監督

者及び水道技術管理者の資格区分に変更が生じたため所要の改正を行うものです。 
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  改正の内容につきましては、新旧対照表により説明のほうをさせていただきます。 

  まず、第３条の布設工事監督者の資格の関係からですが、法改正により専門職業人の養成

を目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学の制度を設けるこ

ととされたため、第３号において短期大学に専門職大学の前期課程を含むこととし、それに

より影響がある箇所につきましてそれぞれ改正をしております。 

  第８号においては、技術士の試験科目の見直しがあり、従来の上下水道部門の選択科目で

ある水道環境が科目の大くくり化により上水道及び工業用水道に統合されることとなったた

め、水道環境の文言を削除するとともに、平仮名明記の「もの」という字句についても漢字

に修正するものでございます。 

  第４条の水道技術管理者の資格の関係においても、第３条の場合と同様に、専門職大学の

前期課程を含むこととしたことにより、影響がある箇所についてそれぞれ改正をしておりま

す。 

  なお、施行日につきましては、平成３１年４月１日からとしております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１２号の補足説明とさせていただきます。ご審議い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 山森商工観光課長。 

○商工観光課長（山森英二君） それでは、議案第１３号 公の施設の指定管理者の指定につ

いて、補足説明をさせていただきます。 

  グリーンランドみずほは、昭和６３年京都国体を契機として、スポーツの振興と生涯学習

の推進を目的に昭和５９年度から順次整備が進められ、平成１１年４月に京都中部マスター

ズビレッジ及び道の駅「瑞穂の里・さらびき」の開設をもって全面オープンとなり、運動施

設や宿泊施設、商業施設が一体となった複合施設となっております。 

  施設管理につきましては、平成１０年９月１０日に設立しました第三セクター、グリーン

ランドみずほ株式会社に管理委託。平成１８年９月からは指定管理制度を導入し、同株式会

社が指定管理者として平成２１年までの約３年間、さらに平成２１年度から５年、平成２６

年度からの５年間管理をいただいておりますが、今年度末をもって指定管理期間が満了にな

ることから、京丹波町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例第５条第１項第３号

の施設の目的、規模、機能等を考慮した結果、特定の団体に管理を行わせることが特に必要

と認めるときの規定を適用し、引き続きグリーンランドみずほ株式会社を指定管理者に指定

することについてお願いをするものでございます。 

  グリーンランドみずほ株式会社への指定理由につきましては、施設の目的、規模、機能な



 

－３７－ 

どを踏まえ、継続して効率的な住民サービスの向上、また、利活用を図るため、現行の指定

管理運営実績や技術の蓄積、地元雇用の確保等、総合的に検討する中で決定をしたところで

ございます。 

  指定管理施設の対象は、多目的グラウンドやホッケー場などのスポーツ施設、また、コテ

ージやガーデンロッジなどの宿泊研修施設、そして、道の駅、レストランなど附帯設備を含

む１４施設でございまして、延べ面積全面積で１４万１，７１５平方メートルでございます。 

  詳細につきましては、添付の資料のとおりでございます。 

  なお、指定期間は、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までとなっております。 

  次に、議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について、補足説明をさせていただき

ます。 

  瑞穂マスターズハウス及び瑞穂マスターズ農園は、地域の農産物及び畜産物の加工を行う

ため、平成１１年４月に開設した施設でございます。特に、本施設は、町内で生産される小

豆、黒大豆の加工による京丹波ブランドの定着と普及を目指すとともに、農園の活用により

都市農村交流を図ることを目的としております。 

  施設管理につきましては、平成１８年９月から指定管理者制度を導入し、財団法人瑞穂農

業公社が指定管理者として平成２１年度までの約３年間、平成２１年度から平成２５年１２

月まで丹波ワイン株式会社が、その後、平成２６年３月まで町で管理をし、平成２６年４月

からグリーンランドみずほ株式会社に５年間管理をいただいておりますが、今年度末をもっ

て指定期間満了となることから、京丹波町の公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条

例第５条第１項第３号の施設の目的、規模、機能等を考慮した結果、特定の団体に管理を行

わせることが特に必要と認めるときの規定を適用し、引き続きグリーンランドみずほ株式会

社を指定管理者に指定することにお願いするものでございます。 

  グリーンランドみずほ株式会社の指定の理由につきましては、施設の目的、規模、機能な

どを踏まえ、継続して効果的な住民サービスの向上、また、利活用を図るため、現行の管理

運営実績や技術の蓄積などを総合的に検討する中で決定したところでございます。 

  指定管理施設の対象は、農畜産物処理加工施設、市民農園、駐車場など５施設でございま

して、延べ面積全面積で１万１，０３４平方メートルでございます。 

  詳細につきましては、添付の資料のとおりでございます。 

  なお、指定期間は、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までとなっております。 

  以上、議案第１３号及び議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定についての補足説明

とさせていただきます。ご審議賜り、ご賛同いただきますようよろしくお願いをいたします。 
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○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 議案第１５号 平成３１年度京丹波町一般会計予算につきまして、

補足説明を申し上げます。 

  まず、平成３１年度の一般会計の予算総額につきましては、１１４億１，３００万円と定

めさせていただくものでございまして、前年度比３億４，７００万円、３．１％の増額とな

っております。 

  それでは、ページをめくっていただきまして、第１表につきましては後ほど事項別明細書

で説明をさせていただきます。 

  １０ページでございます。 

  第２表、債務負担行為でございます。債務負担行為は、翌年度以降における債務の負担を

定めるもので、義務費となるものでございます。事項といたしまして、まず１つ目に新庁舎

整備事業でございます。新庁舎の建設につきましては、現在、実施設計を行っているところ

でございまして、いよいよ平成３１年度から本体工事に着手をすることとしておりまして、

平成３２年度末の完成を目指すこととして進めているところでございます。建築工事は２カ

年としておりまして、平成３２年度の事業費は本体の建築工事１５億円と監理業務２，７６

０万円の合計１５億２，７６０万円としております。また、全体の建築事業費は、監理業務

を含めまして２１億４，１４０万円としております。 

  ２つ目に、地上権設定に係る賃借料でございます。 

  グランベール京都ゴルフ倶楽部に関しまして、地上権設定に係ります賃借料としまして、

町と地権者の間において新たに覚書を締結したことから、契約期間であります５年間のうち

次年度以降の４年間につきまして、限度額２億８５０万円として債務負担行為を設定するも

のでございます。 

  ３つ目には、障害福祉計画策定業務でございます。 

  平成３２年度の事業費としまして３２４万５，０００円を計上いたしております。障害福

祉計画につきましては、障害者基本計画を上位計画として、その基本理念を実現するための

具体的な実施計画として位置づけられております。現在、第５期京丹波町障害福祉計画に基

づき事業が推進されております。この障害福祉計画期間は３年間で、平成３２年度までとな

っております。このことから、次期計画の策定にあたりまして、計画全般にわたる企画提案、

計画素案、情報提供、アドバイス等の総合支援の実施により、効果的で効率的に計画策定事

務が進められるよう専門的な知識、技術、経験等を有した業者に事業委託をするものでござ

います。業務は２年間にわたり策定に向けた調整を行うこととしておりますので、次年度委
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託予定の事業費を計上しております。 

  なお、全体の委託業務に係ります予定事業費は６０３万９，０００円となっております。 

  以上が債務負担行為でございます。 

  次に、１１ページの第３表、地方債でございますが、それぞれの歳出事業の財源として発

行させていただくものと、臨時財政対策債の発行をお願いするものでございます。 

  総額につきましては、１２ページのほうに合計額の記載をしておりますように、１９億４，

６３０万円でございまして、前年度比で７億１８０万円、５６．４％の増額となっておりま

す。 

  戻っていただきまして、まず、合併特例債につきましては、１０億２，５８０万円を計上

しております。前年度比５億８，１２０万円の増となっております。これは、新庁舎整備事

業で６億１，６１０万円の増、道路改良事業で４７０万円の増、ため池改修事業では１，２

７０万円の減、また、ロケ地整備事業でも３，２００万円の減などとなっております。 

  次に、過疎対策事業債でございますが、５億５，２６０万円を計上しておりまして、前年

度比９，６３０万円の増額としております。増額要因では、グリーンランドみずほホッケー

場のナイター設備での増額等となってございます。 

  次に、緊急防災・減災事業債でございますが、１億４６０万円でございまして、前年度比

９，０５０万円の増額としております。和知支所の耐震化工事に８，９４０万円の新規など

となっております。 

  １２ページに入りまして、臨時財政対策債は、交付税の振替措置分でありまして、２億２，

７９０万円を予定しております。 

  次の一般会計出資債につきましては、水道事業会計への出資分として借り入れを行うもの

でございます。 

  これら全ての発行額のうち、交付税の算入額につきましては、総額で１４億２，３７０万

円を推計しておりまして、７３．１％の交付税の算入率となっておるところでございます。 

  なお、目的別の起債の内訳につきましては、事項別明細書の４０ページから４３ページの

町債のところで後ほど確認をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、ページをめくっていただきまして、事項別明細書４ページ歳入でございます。 

  まず、町税でございます。 

  町民税の均等割でございますが、税率につきましては、復興特別税の５００円を加算した

３，５００円で、納税義務者を６，６００人、徴収率を９７％と見込みまして、２，２４０

万７，０００円を計上しております。 
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  個人の所得割につきましては、税率６％でありまして、課税の基礎となります総所得につ

きまして、これまでの経過や経済情勢等を勘案いたしまして、平成２９年度所得のマイナス

１．６％といたしまして、課税標準額を推計し、個人町民税の現年分につきましては、１，

８６１万円余りの減額となる４億２，２３５万円の計上といたしております。 

  また、法人住民税でありますが、均等割につきましては、３８０法人を見込んでの計上と

なっております。法人税割につきましては、平成３０年度の決算見込み額を基礎数値としま

して法人の減少数等を見込み、１，４８１万円余りの減額の７，５６６万円の計上としてお

ります。 

  次に、固定資産税でありますが、平成３１年度は据置年度となっております。 

  土地につきましては、平成３０年１月１日現在の評価に７月１日までの地価下落に伴う修

正を加味し、前年度比４２２万円余り減となります１億９，５８４万２，０００円としてお

ります。 

  家屋につきましては、平成３１年度中に評価を行う新増築並びに評価漏れ家屋の推計表点

数をもとに算定し、５１７万円余り増額となる３億５，４２７万８，０００円としておりま

す。 

  また、償却資産につきましては、平成３０年度１２月時点の調定額をもとに、太陽光発電

設備とその他資産につきまして調定見込み額を算出し、別途、太陽光新設見込み分を加え算

定をし、６１３万円余り増額となります３億６４７万８，０００円としております。 

  次に、５ページの軽自動車税でございますが、課税台数を１万４５４台として推計したも

のでございます。平成３０年度の課税台数見込みをもとに過大とならないように算定をして

おります。また、平成３１年１０月１日、自動車取得税の廃止に伴い新設されます軽自動車

税環境性能割としまして、京都府からの税収見込み額等の通知に基づく本町の見込み額によ

り計上をしております。 

  次の、たばこ税でございます。平成３０年度の決算見込みと減少割合をもとに算定をして

おります。本数につきましては、相対的に売上本数の減少及び加熱式たばこの増加に伴う影

響分を加味しまして、１，４４９万円余り減となります６，９４０万円としております。 

  以下、地方譲与税から各種の交付金が続いておりますが、これらの算定につきましては、

京都府の試算資料に基づき計上をしたものでございます。 

  なお、６ページの森林環境譲与税でございますが、森林の持つ水源涵養などの機能は国民

に広く恩恵を与えるものでありまして、適切な森林整備等を進めることが国土保全、あるい

は国民の命を守ることにつながるということから、国民一人ひとりがひとしく負担を分かち
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合って、我が国の森林を支える仕組みづくりとして創設をされたものでございまして、森林

環境税には国民から税をいただく森林環境税と、これを森林の整備等に使う森林環境譲与税

の２つから構成をされています。 

  森林環境税は、個人住民税の均等割の納税者から国税として１人年間１，０００円上乗せ

して徴収されることになります。時期につきましては、平成３６年から課税することとされ

ております。 

  森林環境譲与税は、国に一旦集められた税の全額を間伐などを実施する市町村やそれを支

援する都道府県に客観的な基準で譲与をされるものでございます。時期につきましては、森

林現場の課題等に早期に対応する観点から、課税に先行して平成３１年度から開始されるも

のでございます。森林環境譲与税が先行することとなりますので、その原資につきましては、

交付税及び譲与税の特別会計におきまして借り入れにより対応をすることとされておりまし

て、譲与額を徐々に増額するように設定をされております。森林環境譲与税につきましても、

京都府で示されました資産資料によりまして計上をしたところでございます。 

  同じく６ページの６款、地方消費税交付金でございます。説明欄で二段書きをしておりま

して、地方消費税交付金（社会保障財源化分）としまして、１億４００万円としております。

これにつきましては、消費税引き上げ分が社会保障の財源確保にあたることから、引き上げ

分の地方消費税税収分は全て社会保障施策に要する経費に充当することとされておりまして、

それを予算書で明示するように通知をされているところでございます。 

  議案書と一緒に１枚もので地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障

４経費、その他社会保障施策に要する経費という資料をお配りをしておりますので、そちら

のほうに充当事業、充当額を記載をしておりますので、後ほどご確認をいただきたいと存じ

ます。 

  次に、７ページ、９款の環境性能割交付金でございますが、消費税率の引き上げにあわせ

まして、自動車に係ります税制の見直しが行われることに伴い、自動車取得税交付金が廃止

され、新たに環境性能割交付金が新設されております。予算額につきましては、京都府から

示されました資産資料により計上をいたしております。 

  次に、一番下の１１款、地方交付税でございますが、算定の基礎となります基準財政需要

額を国の地方財政の見通しにより示されました、それぞれの算定費目の伸び率等に基づいて

算定をしましたところ、普通交付税は平成３０年度実績、約４２億９，６９７万円から４，

３００万円の増となる４３億４，０００万円程度と試算をしております。この中には、普通

交付税の算定におけます合併特例措置の縮減による減少分も見込んでおります。試算では、
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合併算定替と一本算定の差額が約５億４，０００万円となっておりまして、平成３１年度は

その額の７０％が減じられるということになりますことから、約３億８，０００万円程度の

縮減を見込んでおります。これに上水道事業に係ります費目での増額分、高料金対策経費分

でございます。これと、同じく特別交付税から、今回、普通交付税に振り替えられます上水

道高料金対策分８，０００万円を加味しまして、合計で４３億４，０００万円を計上したと

ころでございます。 

  また、８ページの上段に特別交付税が掲載をされておりますけども、特別交付税におきま

しても、先ほどの上水道の高料金対策経費分が特別交付税から普通交付税に振り替えをされ

ておりますので、８，０００万円を減じまして４億５，０００万円とさせていただいたとこ

ろでございます。地方交付税全体で４７億９，０００万円を計上したところでございます。 

  次に、下段の分担金及び負担金からの特定財源の関係でございますが、これらにつきまし

ては、それぞれ積算根拠等を十分ではございませんが、説明欄に記載しておりますので、ま

ことに恐縮ですが、省略させていただきます。 

  次に、１２ページ、４款の商工使用料の２節、京丹波味夢の里施設使用料でございます。

これにつきましては、施設維持管理運営委託契約に基づきまして、定額の２，０００万円に

変動分としまして売り上げの１％を納付金として合計３，０００万円とし、また、これに京

丹波 味夢の里の敷地内に建設予定のホテルに係ります土地の使用料１６５万円を加えまし

て、合計で３，３３５万円を計上しております。 

  次に、飛びまして、１７ページの１５款、国庫支出金の１目、総務費国庫補助金、地方創

生推進交付金１，４１９万７，０００円でございますが、町創生戦略に基づきます事業で地

方における力強い経済、産業の実現のため、地方経済を支えるサービス産業の生産性向上や

観光分野の振興、地域資源を生かした６次産業化などに取り組む事業に交付をされるもので

ございまして、従前の加速化交付金により取り組んでまいりました事業で、さらに横展開と

して事業を推進するもので、充当します主な事業としましては、７款の商工費、２目、商工

振興費の起業・新産業育成事業、あるいは地域商社プロジェクト事業、観光費の観光一般経

費及び京丹波まるごと交流型観光推進事業などとなっております。 

  次に、１８ページ、４目の農林水産業費国庫補助金でございます。２節の農業費補助金の

山村活性化支援交付金では、森林伐採計画の策定やアプリの生産振興など地域資源活用を図

るための事業との財源としまして１，０００万円。 

  また、５目の商工費国庫補助金では、消費税、地方消費税の引き上げが低所得者、子育て

世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域におけます消費喚起・下支えするために、



 

－４３－ 

低所得者、子育て世帯向けのプレミアム付き商品券の発行等を行う市町村に対して国の財政

支援が行われるものでございまして、発行に係る事務経費に充当する額７７５万円を計上し

ております。 

  次に、６目の土木費国庫補助金のうち、社会資本整備総合交付金におきましては、藤ノ瀬

大郷線ほか７路線の新設改良事業及び道路舗装工事の財源として交付されるものでございま

して、１億１，８７７万４，０００円となっております。 

  次に、２２ページ、１６款、府支出金、１目、総務費府補助金、みらい戦略一括交付金に

おきましては４，０００万円を計上いたしております。市町村が住民ニーズを踏まえ、戦略

的かつ自立的に取り組む事業に対して交付をされるものでございまして、本町におきまして

は、充当先としまして防犯事業、あるいは農業費の有害鳥獣対策事業、同じく経営体確保育

成事業、丹波くり振興事業、道路橋梁維持管理事業の５事業に充当をすることとしておりま

す。 

  次に、２９ページ、２節の林業費補助金でございます。このうちの豊かな森を育てる府民

税市町村交付金につきましてでございます。基本枠部分につきましては、基礎分の額に客観

的指標分の額を加えた額が交付をされるものでございまして、プロジェクト枠としてこの交

付金の目的であります森林の整備及び保全を進めるための事業、森林資源の循環利用を進め

るための事業、森林の多様な重要性について府民の理解を深めるための事業に合致する事業

を計画をするものでございまして、林業振興費におきまして、豊かな森を育てる交付金事業

を創出しまして充当をするものでございます。 

  ３１ページの１６款、府支出金の８目、教育費府補助金の６節、保健体育費補助金では、

スポーツ観光聖地化事業費補助金としまして３００万円、グリーンランドみずほホッケー場

のスタンド屋根改修への補助金を計上しております。 

  同じく、広域的スポーツ施設充実支援事業補助金に８４０万円計上しておりまして、ホッ

ケー場の夜間照明施設整備事業に充当をしておりますが、この照明施設の整備につきまして

は、地方債を充当することとしておりまして、借り入れました地方債の後年度の償還金のう

ち、交付税が充当される部分を除いた額の３分の１について交付をされるという補助金でご

ざいます。 

  次に、３４ページ、１７款、財産収入でございます。立木売払収入としまして７，４２４

万円につきましては、森林資源の循環利用によります雇用の創出と伐採技術の向上、低コス

ト技術の習得などにより、今後の施業のモデルとする目的で町有林の皆伐、あるいは間伐等

を行うものとしておりまして、搬出されました材の売却収入として計上をするものでござい
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ます。また、新庁舎建設に伴い必要となります木材につきましても、活用を図っていくもの

でございます。 

  同じく、１８款、寄附金におきましては、ふるさと応援寄附金として３，０００万円を計

上しております。平成２７年度から寄附へのお礼としまして、ふるさと産品をお送りしてお

りまして、平成３１年度におきましても引き続き寄附を募るものでありまして、寄附金の増

加を目指しまして、地域商社の立ち上げ時に地場産品のブランド化等によりまして、お礼の

品の充実を図るとともに、業務提携を行い効率化を図ってまいりたいと考えております。 

  また、３５ページの１９款の繰入金、１目、財政調整基金繰入金につきましては、平成３

１年度は前年度に比べまして２億２，７２５万１，０００円減となります４億８，７２９万

２，０００円を計上させていただいております。一般財源の不足額を基金から繰り入れをす

るものでございまして、全般的なまちづくり経費の伸びに伴います財源不足部分に充てるも

のとしております。 

  ２目の振興基金繰入金につきましては、合併以降、合併特例債を活用して基金の積み立て

を行ってまいりましたもので、合併した町の一体化に必要な施策等に充当ができるものであ

ることから、合併後以後、平成３０年度から取り崩しを行い事業充当を行っているものでご

ざいます。 

  ４目のふるさと応援寄附金基金繰入金につきましては、前年度にいただきましたふるさと

応援寄附金を基金に積み立てておりますので、全額取り崩し、寄附目的の事業に充当させて

いただくものでございます。 

  以上、歳入につきまして、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 補足説明の途中でありますが、これより暫時休憩します。午後１時

１５分までとします。 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時１５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） それでは、一般会計歳出のほうに移らせていただきます。 

  予算書の４４ページからが歳出予算となっておりますが、めくっていただきまして５０ペ

ージをお願いいたします。 

  ２款、総務費、１項、総務管理費のふるさと応援寄附金積立金でございます。この積立金

は、寄附金として見込みます収入額と基金利子を基金に積み立て、翌年度以降の事業財源と
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するものでございます。 

  同じく、２目の文書広報費、広報・広聴活動事業では、印刷製本費６０８万３，０００円

計上をしておりますが、今年度、広報紙印刷と新たに町勢要覧の印刷を見込んでおります。

１２６万４，０００円、印刷製本費の中に組み込んでおります。 

  次に、５２ページでございます。 

  ５目の財産管理費の新庁舎整備事業、事業項目の一番下段のところでございます。ここで

は、１３節の委託料、測量設計監理業務等委託料としまして、建築管理業務委託料で４，８

７０万円。１５節の工事請負費で、新庁舎整備工事としまして７億３，４００万円。１６節

の原材料費に工事用原材料費としまして、木材の調達に係ります経費１億２，６８０万円な

ど、総額で９億１，０１８万１，０００円を計上しております。 

  次に、５４ページでございます。 

  １９節の負担金補助及び交付金で、須知高校振興対策交付金としまして１３０万円を計上

いたしております。平成２８年度から継続しておりますが、資格取得支援など引き続き須知

高校の教育の充実を図り、本町の将来を担う人材を育成するものでございます。 

  次に、５６ページ、７目の支所費でございます。１３節の委託料、測量設計監理業務等委

託料では、和知支所の耐震補強工事に係ります監理業務等に１，００９万６，０００円と、

瑞穂支所の移設を想定をした瑞穂保健福祉センターの改修に係ります設計業務の委託費とし

まして１５０万円を計上しております。 

  同じく、１５節の工事請負費で、和知支所の耐震補強工事としまして７，７００万円を計

上しております。新庁舎の建設にあたりまして、耐震診断を実施した結果、屋上の鉄骨屋根

の壁の部分で強度不足というふうに判定をされましたことから、その箇所の補強工事を実施

するものでございます。 

  同じく、支所の維持管理事業におきましては、瑞穂支所、和知支所の宿直業務に関しまし

て、これまでの対応実績等から７月からの宿直業務の廃止を予定いたしております。 

  １３節の委託料、施設維持管理委託料に、以降の管理に係ります経費としまして７５万３，

０００円を内数で計上をしているところでございます。 

  次に、５８ページ、１０目の交通対策費の交通対策一般事業におきましては、高齢者によ

ります交通事故の防止を図るために、自主的に運転免許証を返納される高齢者に対しまして、

路線バスの利用券を交付し支援をするものでありまして、８節の報償費に２９万６，０００

円を計上いたしております。 

  同じく、高齢者運転免許講習実施支援事業補助金では、園部安全自動車学校での高齢者運
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転免許講習の運営に対します支援補助金としまして１４５万４，０００円を計上しておりま

す。 

  次に、６１ページでございます。 

  事業項目で一番上の行政情報システム運用管理事業、９，２５９万５，０００円でござい

ます。この事業につきましては、町の行政情報のネットワークシステムの機器類の更新に係

ります経費を計上しておりまして、機器の更新に係ります機器類の使用料等につきまして、

総額で９，２５９万５，０００円とさせていただくものでございます。 

  ７３ページに入りまして、民生費でございますが、社会福祉総務費の事業項目の下から５

つ目ですが、福祉人材確保対策事業におきましては、町内の福祉施設等の介護従事者への研

修等、受講経費や法人等への介護職員確保に係ります経費を助成するものでございまして、

１６５万円を計上しております。 

  さらにその２つ下の介護福祉士育成修学資金貸付事業におきましては、介護福祉士養成施

設等の授業料等を最大２年間、年間上限１００万円貸与し、介護福祉士の育成と確保を図る

ものでございまして、町内事業所に３年間勤務をした場合には、貸付金を免除するというも

のでございます。予算額としまして２００万円の計上をさせていただいております。 

  次に、８４ページの１目、児童福祉総務費の事業の最下段の子育て応援助成事業でござい

ます。子育て世帯の住宅リフォーム支援事業補助金としまして５００万円を計上しておりま

して、子育て世帯の負担軽減を図ろうとするものでございます。 

  次に、８５ページでございます。 

  ３目の保育所費には、総額で３億４，１１１万３，０００円を計上しております。入所児

童につきましては、上豊田保育所１１３人、みずほ保育所８８人、わちエンジェル６１人の

合計２６２人。それから、広域委託として２人を見込んでおりまして、所要の経費を計上さ

せていただいております。 

  このうち８７ページになりますが、１３節の委託料、測量設計監理業務等委託料におきま

しては、施設の老朽化に伴いまして、上豊田保育所下山分園の施設の解体工事に係ります設

計業務委託としまして５８５万４，０００円を計上いたしております。 

  次に、９０ページの保健事業費でございますが、総額で８，６４７万４，０００円を計上

しておりまして、本年度におきましても、各種の健診事業等を実施してまいります。その他

の健診事業も含めまして、受診率の向上に向け受診しやすい体制づくり、あるいは啓発に努

めていくこととしております。 

  次に、１００ページの農業振興費の事業項目のうち下から３つ目、農業公社運営補助事業
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におきましては、京丹波農業公社及び和知ふるさと振興センターの運営補助金など、総額で

４，５３３万４，０００円を計上しております。 

  １０１ページの事業項目上から５つ目です。有害鳥獣対策事業でありますが、総額で８，

６２０万円を計上しております。予算額につきましては、前年度とほぼ同額となっておりま

す。有害鳥獣対策事業につきましては、施政方針にもございますように、農業振興施策にお

ける最重要課題として位置づけておりまして、平成３１年度におきましても、３０団体にお

きまして金網フェンスや電気柵等の設置に取り組みをいただくこととしております。また、

サル対策としましても、大丹波サル対策広域協議会での連携によりまして、広域的にサル管

理を行っていくこと。あるいは檻によります捕獲等も行っていくこととしております。その

ほか、わなの免許の新規取得、あるいは銃器免許の新規取得等に対します助成金制度もござ

いまして、新規の捕獲従事者を育成することとしております。 

  次に、１０５ページでございます。 

  畜産業費でございます。 

  鳥インフルエンザ発生農場跡地活用事業におきましては、映画のロケ地として活用を進め

ているところでありまして、ロケ地の整備工事ということで５４３万７，０００円など、総

額で５７２万５，０００円を計上しているところでございます。 

  次に、１０６ページ、５目の農地費でございます。 

  事業項目で上から４つ目の農地保全事業につきましては、農林漁業事業補助金としまして

１１団体が実施します農道等の施設の改良工事などに８５２万３，０００円など、総額で８

９２万３，０００円を計上しているところでございます。 

  次に、１０８ページでございます。 

  農村情報施設管理費におきましては、ケーブルテレビ施設の管理経費としまして、前年度

比４，７６６万２，０００円の減となります２億４，９８３万８，０００円を計上しており

まして、施設の適正な維持管理に努めることとしております。 

  同じく、１１１ページでございます。 

  ８目の山村振興対策費の山村活性化支援交付金事業におきましては、森林伐採計画の策定、

あるいは本町の特産品であります丹波くりの生産振興など地域資源を活用することとしまし

て、１，０３５万７，０００円を計上しております。 

  １１７ページの２目、商工振興費、事業項目の下から３つ目の起業・新産業育成事業にお

きましては、町内での起業を支援し、町内の仕事づくりを推進するための事業費としまして、

７９５万円を計上しております。 
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  次のプレミアム商品券発行事業におきましては、消費税、地方消費税の引き上げが低所得

者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起・下支えするために、

低所得者、子育て世帯向けのプレミアム付き商品券の発行を行うものでございまして、その

発行に係ります事務経費ということで、交付金の額、補助金の額同額の７７５万円を計上し

ております。 

  １１８ページ、事業項目、地域商社プロジェクト事業でございます。 

  地方創生推進交付金を活用しまして、京丹波町にあります地域資源を商品化し、町外に売

り出すことによりまして外貨を稼ぎまして、その利益を人材育成に活用することを目的とし

て、地域商社を立ち上げ育てていくという事業でございまして、地場産品をブランド化しま

して、ふるさと産品としても取り扱うこととしまして、寄附金額の増加も視野に入れて連携

して事業を進めることとしております。 

  次に、１２４ページでございます。 

  土木費の道路新設改良費でございます。総額４億５，９９２万８，０００円を計上してお

ります。前年度比で２，１８６万６，０００円の減となっております。事業内容であります

が、事業箇所が１８カ所で、継続事業がそのうち１６カ所、新規事業が２カ所ということに

なっております。 

  次に１２８ページ、住宅管理費でございます。事業項目の町営住宅維持管理事業におきま

しては、和知地区の篠原団地及び篠原石仏団地の除却工事費としまして１，３８０万７，０

００円を含めまして、全体で３，００７万６，０００円を計上しております。 

  次に１２９ページからの消防費でございます。 

  まず、常備消防費につきましては、広域消防組合負担金としまして、平成３０年度の実績

によりまして計上をしております。次の非常備消防費には、消防団の運営経費など８，７６

０万６，０００円を計上いたしております。 

  １３３ページからの教育費でございます。 

  事業項目としまして、３つ目の学童保育事業では、学童のびのび１組、丹波の保育施設改

修工事費としまして６，９６１万１，０００円を含めまして、総額で９，２９０万円を計上

しております。 

  また、事業項目下から２つ目の認定こども園開設準備事業におきましては、平成３４年４

月の開設に向けまして、実施設計業務に着手することとしておりまして、３，３２９万７，

０００円を計上しているところでございます。 

  次に、１５３ページでございます。 
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  １目、保健体育総務費の事業項目中ほど、ホストタウン構想推進事業におきましては、２

０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを契機としたホストタウン構想を推進するた

めに、グリーンランドみずほホッケー場のナイター照明の設備工事など１億５２３万１，０

００円。事業項目その２つ下のスポーツ観光聖地づくり事業では、ホッケーをスポーツ観光

のツールとして活用し、交流人口の拡大など観光振興を図るものでありまして、同じくグリ

ーンランドみずほホッケー場のスタンドの屋根整備などに６１２万８，０００円などを計上

しております。 

  最後に、１５９ページの公債費でございます。 

  元金償還分が１４億１，１２９万円、利子分としまして８，４５４万４，０００円を計上

しております。 

  なお、予算書の最終ページのところに、地方債残高の見込みに関する調書を掲載しており

ます。この調書につきましては、許可ベースの額の表でありまして、実際の借り入れとは少

しずれる場合がございますが、増減見込みの欄を見ていただきますと、平成３１年度中の借

り入れが１９億４，６３０万円、元金償還が１４億１，１２９万円となっておりまして、差

し引きしますと５億３，５０１万円が残高として増加することとなります。 

  以上、飛ばし飛ばしの説明でございましたが、一般会計予算の補足説明とさせていただき

ます。 

  なお、予算資料といたしまして、事業ごとにまとめました資料のほうも別冊で配付をして

おりますので、参考としてごらんいただきたいと思っております。 

  以上でございます。ご審議いただきますようによろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、議案第１６号 平成３１年度京丹波町国民健康保険事

業特別会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

  平成３１年度の国保事業特別会計につきましては、予算総額を歳入歳出それぞれ１８億３，

９００万円とさせていただくものでございます。前年度当初予算と比べまして７００万円の

減、率にして約０．４％の減とさせていただいております。 

  まず、予算編成の前提といたしまして、被保険者数を一般３，６２０人、世帯数を２，２

２８世帯とし、各被保険者の所得及び固定資産税額を基礎といたしまして算定いたしており

ます。 

  なお、退職につきましては、各都道府県が示す納付金と同額を計上することとなっており

ます。 
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  また、平成３１年度の国保税率につきましては、先ほどの町長の提案説明にもありました

とおり、前年度と同率に据え置くこととして予算を計上させていただいております。 

  それでは、詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 

  まず、歳入から主なものにつきまして、説明をさせていただきます。 

  事項別明細書３ページをお願いいたします。 

  最初に、歳入では、１款、国民健康保険税でございますが、一般被保険者分全体といたし

ましては、前年度比９３９万４，０００円減の２億９，０２９万９，０００円、退職被保険

者分といたしましては、前年度比１９１万５，０００円の減で４１万５，０００円といたし

ております。予定収納率は、一般被保険者分９５．１８％で算定しております。 

  次に、４ページ、３款、府支出金、１項、府補助金のうち普通交付金については、本町が

保険給付に要した費用を京都府から交付されるもので、１３億２３２万円を計上いたしてお

ります。 

  また、特別交付金のうち保険者努力支援交付金につきましては、医療費の適正化に向けた

取り組みに対する支援ということで、京都府が示す金額５４８万６，０００円を計上してお

ります。 

  次に、その下でございますが、特別調整交付金（市町村分）につきましては、従前の国の

特別調整交付金に当たるもので、保健事業に係る経費、ジェネリック医薬品の利用促進に係

る差額通知の発送経費、へき地直営診療所運営費などの交付金を中心に２，２８１万１，０

００円を計上しております。 

  次の府繰入金（２号分）につきましては、従前の府の特別調整交付金に当たるものでござ

いますが、保健事業に係る経費、レセプト点検員に対する交付金など２，３７４万円を計上

しております。 

  また、特定健康診査等負担金につきましては、特定健康診査及び特定保健指導に係ります

費用の３分の２相当分であります５６６万２，０００円を計上いたしております。 

  ５ページ、５款、繰入金、１目、一般会計繰入金では、全体で１億３，６９９万円で、前

年度より２，１１９万９，０００円の減額としております。 

  総務省通知の繰出基準等に基づき計上したところでございますが、１節及び２節の保険基

盤安定繰入金につきましては、一般被保険者で所得の低い方の７割・５割・２割といった保

険税の軽減分５，７１１万５，０００円と、保険者支援分３，１０６万６，０００円を計上

しております。 

  ３節の職員給与費等繰入金につきましては、事務費部分でございますが、昨年度より５８
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万９，０００円を増額計上しております。 

  ４節の出産育児一時金等繰入金は、昨年度より３件分減の１２件分としまして、５０４万

円の３分の２の３３６万円を計上しております。 

  ５節の財政安定化支援事業繰入金につきましては、国保事業に係る交付税算入見合い分と

いうことで、昨年当初と同額を計上しております。 

  ６節、その他一般会計繰入金におきましては、健康管理センターの施設管理に対するもの、

また、人間ドック、がん検診に関するものを計上しております。 

  なお、福祉医療波及分繰入金につきましては、平成３０年度予算におきまして、基金の積

み立ても図れる見込みであることなどから皆減としております。 

  また、６ページの２項、基金繰入金、１目、国民健康保険財政調整基金繰入金につきまし

ては、収支の均衡を図るため４，７２０万円の繰り入れを見込んでおります。 

  なお、今回の３月補正予算（案）も含めた予算ベースでの平成３１年度末基金見込残額と

いたしましては、２億７，９５２万３，０００円となります。 

  ６ページから７ページの７款、諸収入につきましては、延滞金や一般被保険者に係る返納

金を主なものといたしまして、全体で３５９万６，０００円を計上したところでございます。 

  次に、８ページからの歳出の主なものについて、ご説明申し上げます。 

  まず、１款、総務費、８ページから１０ページにかけてでございますが、保健師１名分の

人件費とレセプト点検の嘱託職員賃金、運営事務費のほか賦課徴収に係る費用、運営協議会

費用などを計上し、全体で１，９５７万１，０００円を計上しております。 

  １０ページから１１ページの２款、保険給付費、１項、療養諸費につきましては、平成３

０年度の実績、昨年度の医療費実績、また、直近４カ月平均の給付費等を参考といたしまし

て、また被保険者数の減少も考慮して算出しております。療養諸費の合計額といたしまして

は、一般退職の療養給付費及び療養費と審査支払手数料を含めまして、１１億５，４９６万

９，０００円としております。前年度と比較しまして１，４５２万５，０００円の減額、率

にして１．２％減としております。 

  次に、１１ページの２項、高額療養費については、一般退職ともに療養諸費と同様に直近

の支給額等から推計し、前年度と比較しまして１．２％の減、１億５，０４１万円を計上い

たしております。 

  １２ページ中段の出産育児一時金につきましては、昨年度より３件少ない１２件分といた

しまして、１件当たり４２万円の５０４万円を計上し、また、最下段の葬祭費については、

１件５万円の２５件分で、昨年度と同額の１２５万円を計上いたしております。 
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  １３ページの精神・結核医療付加金につきましては、精神障害医療及び結核医療の自己負

担分を給付するもので、過去の実績額をもとに昨年度と同様の額を計上いたしました。 

  同ページから１４ページにかけての３款、国民健康保険事業費納付金につきましては、市

町村が支払う保険給付費の全額を都道府県が市町村に交付するための財源といたしまして、

都道府県が市町村から徴収するものであり、都道府県は都道府県全体の保険給付費の必要額

の見込みを立てまして、必要額を市町村ごとの所得水準や医療費水準を考慮して、市町村に

配分するというものでございます。平成３１年度は、合計４億４，９９１万４，０００円で

昨年度より１，７２４万１，０００円の増となっております。 

  同じく、１４ページ最下段、５款、保健事業費、疾病予防費の疾病予防では、医療費通知

や後発医療品利用促進及び服薬情報分析委託料のほか、人間ドック助成金を計上いたしてお

ります。 

  なお、人間ドックの助成金につきましては、外来半日ドック２，００１件分、６０９万６，

０００円を計上いたしております。 

  健康増進また健康づくり推進事業につきましては、一般会計で実施しているがん検診等、

あるいは保健指導に対する国保被保険者分の費用を国保の保健事業に位置づけまして、その

費用の一部を負担するものでございます。一般会計への繰出金として、合計で３２５万１，

０００円を計上しております。財源につきましては、京都府の特別交付金及び特別調整交付

金の活用をそれぞれ見込んでおります。 

  １５ページの特定健康診査等では、主に４０歳から７４歳までの被保険者に係る特定健診

に係る費用といたしまして、１，６５６万１，０００円を一般会計に繰り出しまして、集団

健診の方法で実施することといたしております。 

  なお、委託料の特定健診委託料につきましては、個別健診やカーブス、京都府トレーニン

グセンターへの委託料でございます。 

  １５ページから１６ページにかけて３項、健康管理センター事業費では、施設管理費、保

健指導事業費、健康増進指導事業費を合わせまして、全体で５７７万３，０００円といたし

ております。 

  １７ページから１８ページの８款、諸支出金では、保険税の還付金を計上するとともに、

１８ページ下段でございますが、繰出金においては、歳入の府補助金の特別調整交付金の対

象となっております和知診療所及び和知歯科診療所へのへき地直営診療所運営経費といたし

まして、１，４４４万５，０００円を病院事業会計に繰り出すこととしております。 

  最後、１９ページ、予備費につきましては、平成３０年度から制度改革によりまして、そ
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の年その年の国保財政運営の不確実性は相当程度取り除かれることも踏まえまして、昨年度

同様５００万円を計上させていただくものでございます。 

  以上、国民健康保険事業特別会計の説明とさせていただきます。ご審議いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第１７号 平成３１年度京丹波町後期高齢者医療特別会計予算につきま

して、補足説明を申し上げます。 

        会計の概要といたしましては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定によりまして、

後期高齢者に係る保険料を徴収し納付すること、及び保険料の軽減に係る保険基盤安定繰

入金を一般会計から受け入れ広域連合に納めるというものでございます。平成３１年度の

予算総額は、前年度より８９３万４，０００円増、率にして約３．８％増の２億４，３１

５万９，０００円とさせていただくものでございます。保険料や基盤安定負担金につきま

しては、広域連合の算定に基づき予算を編成いたしております。 

  それでは、詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 

  最初に、歳入からご説明いたします。 

  事項別明細書３ページをお願いします。 

  歳入では、１款、保険料、後期高齢者医療保険料でございますが、現年度分につきまして

は、広域連合の保険料算定に基づき前年度と比較して、８０７万９，０００円増の１億６，

０５１万３，０００円を計上いたしております。現在の調定額により案分し、特別徴収分を

保険料試算額の７８％として１億２，５１２万２，０００円、普通徴収分については２２％

といたしまして、３，５２９万１，０００円とさせていただいております。 

  なお、広域連合議会で２年ごとに決定されます保険料率につきましては、平成３０年度と

同様、均一保険料は、均等割４万７，８９０円、所得割が９．３９％となっており、府全体

で１人当たりの平均保険料は７万４，９６１円と見込まれております。 

  また、保険料の賦課限度額は、昨年同様６２万円で据え置かれておりますが、保険料の軽

減を受ける世帯の所得については、国保と同様に拡大が実施されることとなっております。 

  ３款、一般会計繰入金については、事務費分として３１１万５，０００円、所得の少ない

方に対する保険料の軽減分に係ります基盤安定繰入金として７，４３１万円を計上いたして

おります。 

  また、人間ドック助成の財源であります保健事業費繰入金といたしまして、４０万６，０

００円を計上いたしております。 

  次に、４ページ、４款、繰越金につきましては、出納整理期間に収納した保険料分を見込
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んでおります。 

  また、下から２段目の５款、諸収入、雑入につきましては、広域連合からの助成金で、人

間ドック助成事業への財源とする１８０万円を計上いたしております。 

  次に、５ページ、歳出についてでございますが、１款、総務費、一般管理費では、７５歳

到達時や被保険者証の一斉更新に係る郵送料を主なものといたしまして、一般事務経費分と

して１８４万１，０００円を計上いたしております。 

  ２項、徴収費では、保険料決定通知書等の印刷・郵送費用と口座振替手数料が主なもので

ございます。 

  ６ページの２款、広域連合納付金では、徴収いたしました保険料と低所得者に係ります保

険料軽減分の負担分を広域連合に納付するものでございます。これも広域連合の試算に基づ

き算出しており、保険料軽減対象者に係ります基盤安定負担金につきましては、昨年度に比

べまして２５９万円の増額、また、保険料等負担金についても８０７万９，０００円の増額

となり、総額で昨年度より１，０６６万９，０００円増の２億３，６８２万５，０００円を

計上いたしております。 

  ３款、保健事業費では、歳入でも若干触れましたが、広域連合からの助成金等を財源とい

たしまして、人間ドックの助成金を計上しております。受診者数につきましては、昨年度よ

り２名減の日帰りドックで６５人分を見込んでいるところでございます。 

  以上、簡単ではございますが、平成３１年度京丹波町後期高齢者医療特別会計予算の補足

説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） それでは、議案第１８号 平成３１年度京丹波町介護保険事

業特別会計予算の事業勘定とサービス事業勘定分について、その概要をご説明申し上げます。 

  まず、事業勘定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１億３，６２９万９，０００円と定め

るものでございます。前年度と比較しますと、１，２５５万１，０００円、０．６％の減と

なっております。平成３０年度から平成３２年度までを計画期間とします第７期介護保険事

業計画の２年目に当たり、第７期計画のサービス見込料を基本としつつ、サービス利用状況

などを加味して予算計上をさせていただくものでございます。 

  第１表、歳入歳出予算につきましては、後ほど第３表、事項別明細書において説明をさせ

ていただきます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  第２表、債務負担行為につきましては、高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画策定
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事業として、平成３２年度の事業費としまして３８０万６，０００円を計上させていただい

ております。次期計画の策定にあたり、効果的で効率的に計画策定事務が進められますよう、

専門的な知識、技術、経験等を有した業者に事業委託することとし、平成３１年度から２カ

年で策定に向けた取り組みを行うこととしておりますので、次年度委託予定の事業費を計上

しております。 

  なお、全体の委託事業に係ります予定事業費は６８０万９，０００円となっております。 

  続きまして、事項別明細書において説明をさせていただきます。 

  ３ページの歳入をお願いいたします。 

  歳入の１款、保険料、１目、第１号被保険者保険料は、第１号被保険者数を５，９０３人

と見込み３億９，２５５万１，０００円、前年度と比較して１，５５３万１，０００円の減。

その内訳といたしまして、現年度分特別徴収保険料として３億７，１３７万８，０００円、

現年度分普通徴収保険料として２，０９７万３，０００円を計上しております。収納率は現

年度分全体で９９．３％を見込んでおります。 

  先ほど介護保険条例の改正でご説明申し上げました第１段階から第３段階に係ります低所

得者の第１号保険料軽減措置を適用することとしておりまして、第１段階で９４５人、第２

段階で７２８人、第３段階で５８９人とそれぞれ対象者を見込み、それを反映した保険料と

なっております。 

  ３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目の介護給付費負担金は、現年度分として３億

６，０３９万５，０００円、保険給付費のうち施設介護給付費などの施設等に係る給付費の

１５％、居宅介護サービス給付費などのその他の給付費の２０％となっております。 

  ４ページをお願いいたします。 

  ２項、国庫補助金、１目、調整交付金につきましては、保険給付費分と地域支援事業分と

して合わせて１億６，６３４万円とし、交付率を８％で計上させていただいております。 

  ２目の地域支援事業交付金は全体で１，９３５万５，０００円、一般介護予防事業分、介

護予防・生活支援サービス事業分の２０％と、包括的支援事業・任意事業分の３８．５％と

なっております。 

  ４款の支払基金交付金につきましては、１目、介護給付費交付金として５億５，１６５万

５，０００円、２目、地域支援事業支援交付金として９７４万５，０００円を計上いたして

おります。 

  ５款の府支出金、１項、府負担金、１目、介護給付費府負担金３億３６３万３，０００円

は、施設等給付費の１７．５％、その他の給付費の１２．５％で計上させていただいており
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ます。 

  ２項、府補助金、１目、地域支援事業交付金１，０５８万円、６ページの一般介護予防事

業、介護予防・生活支援サービス事業の１２．５％、包括的支援事業・任意事業の１９．２

５％で計上いたしております。 

  ７款、繰入金、１項、一般会計繰入金につきましては、１目の介護給付費繰入金は２億５，

５３９万５，０００円、ルール分として保険給付費の１２．５％を一般会計から繰り入れを

行うものでございます。 

  ２目の地域支援事業繰入金として１，０６０万９，０００円、ルール分として一般介護予

防事業、介護予防・生活支援サービス事業の１２．５％、包括的支援事業・任意事業の１９．

２５％としております。 

  ３目、低所得者保険料軽減繰入金は、先ほど１款、保険料のところでご説明申し上げまし

た低所得者に対する保険料軽減措置分として１，６２８万４，０００円を計上しております。 

  ２項、基金繰入金では、第７期介護保険事業計画期間における介護保険料の急激な上昇の

抑制を図るため、介護給付費準備基金を計画的に取り崩しを行うこととし、１，５６１万８，

０００円を計上しております。 

  以上が歳入でございます。 

  続きまして、９ページの歳出をお願いいたします。 

  １款、総務費では、１項、総務管理費、１目、一般管理費で１７９万円、２項、徴収費、

１目、賦課徴収費に１３５万７，０００円、１０ページの３項、介護認定審査会費では、円

滑な認定調査を実施するための認定調査員の臨時雇用賃金２６１万１，０００円や、主治医

意見書作成手数料など４６１万円、認定審査会に係ります委託負担金として７９９万円を計

上させていただいております。審査会は、引き続き京都府に事務委託させていただくことと

しております。 

  また、１１ページの４項、計画策定委員会費では、第８期介護保険事業計画等の策定に向

けた業務委託料として３００万３，０００円を計上いたしております。 

  ２款、保険給付費につきましては、第７期介護保険事業計画に計上した給付費を基本とし

つつ、平成３０年度のサービス利用状況などを加味して予算計上いたしております。 

  １項、介護サービス等諸費の主なものにつきまして、１目の居宅介護サービス給付費では

６億３，９８８万７，０００円、訪問介護の利用者を月当たり１５９人、通所介護を３０１

人、短期入所生活介護を１１６人などと見込んでおります。 

  ２目の地域密着型介護サービス給付費では、全体で２億５，７８９万円、町内の定員２９
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名以下の地域密着型介護老人福祉施設とグループホーム、定員１８人以下の小規模デイサー

ビス分、さらには認知症デイサービス等に係るものでございます。 

  ３目の施設介護サービス給付費は８億６，２４１万４，０００円、月当たり介護老人福祉

施設２１７人、介護老人保健施設５３人などの入所に係る費用を見込んでおります。 

  １２ページの６目、居宅介護サービス計画給付費では、要介護者のケアプラン作成に係る

もので月当たり５２９人を見込み、８，９０２万２，０００円を計上しております。 

  ２項の介護予防サービス等諸費では、主なものといたしまして、１目、介護予防サービス

給付費１，７２９万円、介護予防通所リハビリを月２４人、介護予防福祉用具貸与を５９人

などの利用を見込んでおります。 

  また、１３ページ、５目の介護予防サービス計画給付費は要支援者へのケアプラン作成に

係るもので月６７人と見込み、３６６万７，０００円を計上いたしております。 

  同じく、１３ページの下段、４項、高額介護サービス等費は、利用者負担額が定められた

世帯の上限額を超えた場合に支給するもので３，９９７万３，０００円、１４ページの５項

の特定入所者介護サービス等費は、低所得の施設入所者に対する食費、居住費の負担限度額

を超えた部分について補足給付するもので、介護と介護予防を合わせて１億１，４５９万円

を計上いたしております。 

  以上、保険給付費の総額は２０億４，３１６万７，０００円で、前年度に比べ０．４％、

８８４万３，０００円の減でございます。 

  続きまして、１５ページをお願いいたします。 

  ３款、地域支援事業費、１項の一般介護予防事業費につきましては、６５歳以上の高齢者

を対象として、広く介護予防・認知症予防活動を普及することとして、ふれあい・いきいき

サロン活動やボランティアの養成、筋トレ教室の開催など、全体で３２９万５，０００円を

計上いたしております。 

  ２項の介護予防・生活支援サービス事業費、いわゆる総合事業では、予防給付から移行し

ました予防訪問介護、予防通所介護などの現行相当サービス事業費として１，５５４万１，

０００円、１６ページの通所型サービスＡ事業では、事業全体として９１２万３，０００円

を計上しております。 

  この内訳といたしまして、平成３１年度から事業を受託いただけない事業所ができ、委託

事業所数が減ることから町直営実施分の増加等を見込み、臨時雇用賃金１６７万４，０００

円計上、さらに、直営事業において認知症予防プロフラムを取り入れるための講師への報償

費１４万４，０００円、また、ミニデイサービス事業委託料として６９４万３，０００円な
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どを計上いたしております。 

  通所型サービスＣ事業では、すこやか体操教室の臨時雇用賃金など全体で６０４万円を計

上し、先ほどの通所型サービスＡ事業の委託事業所数が減少することにより、利用者の心身

の状況や希望等にもよりますが、この通所型サービスＣ事業での受け入れも考えております。 

  続きまして、現行相当サービスを利用された場合のケアプラン作成委託料などの介護予防

ケアマネジメント事業に２１３万円、また、人員や資格基準を緩和した生活援助を主体とす

る訪問型サービスＡ事業として１９万８，０００円など、総合事業全体で３，３０５万２，

０００円を計上し、引き続きひきこもり予防や要介護状態となることを予防するための取り

組みを進めてまいります。 

  続きまして、１７ページの４項、包括的支援事業・任意事業費につきましては、１目の包

括的支援事業費として、全体で２，０２０万５，０００円を計上いたしております。生活支

援・介護予防サービスの基盤整備事業では、平成３０年度から高齢者等の生活支援、介護予

防の基盤整備を推進していくことを目的に、地域において生活支援介護予防サービスの提供

体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす生活支援コーディネーターを、中学校区ご

とに１名配置しておりますが、新たに総括的な役割を果たす生活支援コーディネーターを１

名配置することとし、計４名分に係ります委託料など１，９１８万円を計上しております。 

  １８ページの認知症初期集中支援推進事業では、認知症になっても本人の意思が尊重され、

できる限り住みなれた地域で暮らしを続けていただけるために、早期診断・早期対応に向け

た支援体制として、認知症初期集中支援チームを平成２９年度に設置したところであり、専

門医を初めとするチーム員の報償費など４２万４，０００円を計上しております。 

  ２目の任意事業費では、全体で１，１３１万５，０００円を計上し、紙おむつ等の購入に

係る家族介護用品支給事業に８８０万５，０００円、介護サービス利用者の疑問や不安の解

消、介護サービスの資質向上を図るため、希望される事業所等に介護相談員の派遣を行う地

域自立生活支援事業に６６万４，０００円、介護給付費等費用適正化事業に１３１万９，０

００円などを計上しております。 

  ４款、基金積立金においては、基金利子分の５万１，０００円を介護保険給付費準備基金

に積み立て、歳入でご説明申し上げました基金の繰り入れ分の１，５６１万８，０００円を

差し引き、平成３１年度末の基金残高は予算ベースで１億５，２２２万８，０００円と見込

んでおります。 

  以上、事業勘定の説明とさせていただきます。 

  続きまして、サービス事業勘定の説明を申し上げます。 
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  歳入歳出の総額を４８７万６，０００円と定めるものでございます。前年度と比較いたし

まして１１．３％、６１万９，０００円の減となっております。 

  それでは、事項別明細書３ページをお願いいたします。 

  歳入では、１款、サービス収入、１目、居宅支援サービス計画費収入が主な収入でござい

ます。委託の分も含めて地域包括支援センターが作成する介護予防サービスのケアプラン作

成費であります居宅支援サービス計画費収入として、４８７万５，０００円を計上しており

ます。 

  次に、４ページをお願いいたします。 

  歳出では、２款、事業費、１目、居宅介護支援事業費は４６６万１，０００円で、要支援

者の介護予防の計画作成に係る事業所への委託料２６６万４，０００円を主なものとして、

介護予防給付管理システム関係の費用を合わせて計上しております。 

  また、地域包括支援センター直営でのケアプラン作成に係る収入分について、事務経費等

を差し引いた余剰金を一般会計の人件費に充当することとして、一般会計繰出金１４１万２，

０００円を計上しております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１８号 平成３１年度京丹波町介護保険事業特別会

計予算の事業勘定及びサービス事業勘定分の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りま

すようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 中川医療政策課長。 

○医療政策課長（中川 豊君） 続きまして、同じく介護保険事業特別会計、老人保健施設サ

ービス勘定について、補足説明を申し上げます。 

  平成３１年度の老健施設に係る予算は、歳入歳出それぞれ１億５，２６１万円と定めるも

のでございます。前年度と比較しますと３９８万３，０００円、率にして約２．５％の減少

としております。 

  では、最初に、歳入からご説明申し上げます。 

  事項別明細書３ページをごらんください。 

  １款のサービス収入は、３つの項に区分されております。 

  まず、１項、介護給付費収入、１目、居宅介護サービス費収入でございますが、短期入所、

いわゆるショートステイの利用収入となります。要介護３の方を算出ベースとし、利用者数

を１日３人、年間利用日数１，０８０日、収入として１，１０４万円を計上しております。 

  次に、２目、施設介護サービス費収入でございますが、こちらは長期入所の収入となりま

す。個室は要介護４の方を１日１人、多床室は要介護３の方を年間４，０１５人程度ご利用
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いただけるものと見込み、収入額４，４３４万円としております。 

  １目と２目合計しまして、５，５３８万円を計上しております。 

  ２つ目の項、介護予防給付費収入の介護予防サービス費収入でございますが、要介護の方

を対象に年間５０日のご利用を算定ベースとし、４６万円を計上しております。 

  ３つ目の項、自己負担金収入でございますが、それぞれの入所に係る自己負担金として１，

５９９万円を計上しております。 

  次に、４ページをごらんください。 

  ３款、繰入金、１目、収支の均衡を図る一般会計繰入金でございますが、７，８３１万１，

０００円を計上し、前年度より２７７万円、率にして約３．４％の減少としております。 

  歳出へ移ります。 

  ５ページをごらんください。 

  １款、総務費、１目、一般管理費においては、一般管理事業、人件費、嘱託職員等人件費

の３つの事業で構成しております。 

  一般管理事業は、主に物件費として需用費や委託料、臨時職員５人分の賃金も含み３，４

５１万２，０００円を、人件費は、正職員８人分の給料等として６，７２０万７，０００円、

介護士等８人の嘱託職員等人件費には２，９７０万６，０００円を計上しまして、合計１億

３，１４２万５，０００円、前年度より４９４万５，０００円、率にして３．６％の減少と

しております。 

  ６ページでは、特に１５節、工事請負費の２５０万円でございますが、これは長年使用し

ておりますエアコンの室外機が老朽化により異音や振動を生じるようになり、近隣住民の方

への支障が懸念されますことから、移設場所を屋上へと変えるものの経費でございます。 

  ７ページでは、１９節、負担金補助及び交付金の医師給与分担金１，０７９万６，０００

円でございますが、例年どおり老健施設と和知診療所長を兼務しております医師の給与相当

分を２分の１和知診療所へ支払うものでございます。 

  次に、２款、介護サービス事業費、１目、施設介護サービス事業費でございますが、こち

らは老健施設の運営に直轄する経費でございまして２，０８８万５，０００円、前年度より

９６万２，０００円、率にして約４．８％の増額としております。増額の理由は、給食業務

委託料の増額や居室ベッド２台を備品として購入する予定としております。 

  以上、簡単ではございますが、老人保健施設サービス勘定の補足説明とさせていただきま

す。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 十倉上下水道課長。 
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○上下水道課長（十倉隆英君） 続きまして、議案第１９号 平成３１年度京丹波町下水道事

業特別会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

  平成３１年度の歳入歳出予算額を９億５，９１０万円とさせていただくもので、平成３０

年度当初予算と比べまして、４９０万円の減額としております。 

  次に、第３条、一時借入金につきましては、借り入れの最高額を３億円と定めるものです。 

  続きまして、第２条の地方債につきまして、４ページの第２表、地方債のほうをお願いい

たします。 

  下水道事業債の限度額については３６０万円、資本費平準化債の限度額については１億４，

３６０万円、過疎対策事業債の限度額を３６０万円として借り入れることとしております。

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、それぞれ記載のとおりですので、ご確認の

ほうをお願いいたします。 

  続きまして、歳入歳出の主なものにつきまして説明のほうをさせていただきます。 

  事項別明細書の７ページからお願いします。 

  歳出から説明させていただきます。 

  １款、総務費においては、職員３名分の給料など２，５０８万３，０００円の人件費を計

上しております。 

  次に、２款、１項、１目、農業集落排水費、施設整備費について、８ページをお願いしま

す。供用後、３０年を経過し、処理機能の低下が進む蒲生処理場において、長寿命化を図る

ため機能強化工事を行うこととし、１５節、工事請負費として１，３１２万１，０００円を

計上しております。 

  ２目、施設管理費は、総額１億７２６万６，０００円で、内訳としましては、農業集落排

水１５処理地区の汚水処理等に係る管路及び処理場の施設管理事業に１億３２２万３，００

０円、林業集落排水２地区の施設管理事業に２６０万７，０００円、簡易排水１地区の施設

管理事業に１４３万６，０００円を計上しております。主なものとしまして、１１節、需用

費に１８処理場、中継ポンプ１６５カ所の光熱水費として２，９９７万１，０００円を、修

繕料として、須知処理場ほか７施設における機器類の修繕やポンプ施設の修繕費用として１，

３５７万２，０００円を、１３節、委託料では、処理施設の正常な機能を維持するための各

機器類及び設備の保守点検を行う施設維持管理委託料として２，４１７万８，０００円や、

汚泥５６６立方メートル相当の脱水委託料１，２４７万１，０００円や、汚泥９６５立方メ

ートル相当の引き抜き委託料として１，８６８万９，０００円など、委託料総額で５，８８

６万１，０００円を計上しております。 
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  次に、９ページをお願いします。 

  下段の２項、１目、公共下水道費、施設整備費では、１０ページの１５節、工事請負費に

おいて、平成２８年度より進められています下山処理区内の高屋川河川改修関連の藤ケ瀬橋

架替工事の上部工事仮設に伴い、下水道本管を転化するための工事費として２，３７０万円

を計上しております。 

  次に、下段２目の施設管理費では、総額１億１，８５４万５，０００円を計上しておりま

す。主なものとして、１１節、需用費に４処理場と中継ポンプ１０９カ所の光熱水費として

２，４１３万１，０００円を、１１ページの修繕料として、各施設の機器類やポンプ類のオ

ーバーホールの費用として８０２万円を、１２節、役務費の手数料では、各種振替手数料に

加え本年度は、濃縮汚泥２７０トン相当の処分手数料を含めまして５９０万円を計上してお

ります。１３節、委託料では、各種機器類及び施設の保守点検を行う施設維持管理委託料１，

９５０万３，０００円や濃縮汚泥２７０トン相当の脱水業務委託料として５，０６２万２，

０００円などを計上しております。 

  １２ページをお願いいたします。 

  ３項、１目、浄化槽の施設管理費では、１億９１０万６，０００円を計上しております。

主には、１１節、需用費の修繕料として、町有浄化槽のブロワの修繕１６４基や交換２３基

などを見込みまして７７８万８，０００円を、１３節、委託料では、町管理基数を１，３２

９基と見込み、浄化槽法に基づく清掃委託料として６，３０１万４，０００円を、保守点検

委託料として３，６８３万６，０００円を計上しております。 

  ３款、公債費につきましては、農業集落排水事業、公共下水道事業、浄化槽事業の３事業

を合わせまして、元金分として４億７，０００万１，０００円、利子分として８，８３９万

５，０００円を計上し償還することとしております。 

  次に、歳入の説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の３ページにお戻りください。 

  １款、分担金及び負担金につきましては、下水道事業費分担金として、農業集落排水事業、

特環公共下水道事業ともに３件の新規加入を見込み、５１８万４，０００円を計上しており

ます。 

  ２款、１項、使用料では、現年分として、１目、１節、農業集落排水使用料を９，３９６

万８，０００円、２目、１節、林業集落排水使用料を１４０万５，０００円、３目、１節、

簡易排水使用料を８６万３，０００円とし、４ページをお願いします。４目、１節、特環公

共下水道使用料は９，５９３万５，０００円、５目、１節、浄化槽使用料は６，７１４万２，
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０００円とそれぞれ計上しております。 

  なお、現年度分の使用料につきましては、平成３０年度末見込みから月使用件数を４，９

４１件、年間使用水量を１１４万２，８５６立方メートルとして平成２９年度の収納率を乗

じ、消費税につきましては、８％を８カ月、１０％を４カ月として算出しております。 

  ３款、府支出金につきましては、歳出で説明しました農業集落排水施設の機能強化に向け

た事業に要する経費の５０％、６５６万円を府補助金として計上しております。 

  ５ページをお願いします。 

  ５款、繰入金につきましては、１節、一般会計からの繰入金を総額で５億２，４１２万円

とし、農業集落排水事業分２億１，３０７万６，０００円、特定環境保全公共下水道事業分

２億５，８４１万９，０００円、浄化槽市町村整備推進事業分５，２６２万５，０００円を

それぞれ繰り入れることとし、前年度に比べまして２，７１９万５，０００円の減額として

おります。 

  ７款、諸収入におきましては、歳出で説明しましたとおり、京都府の高屋川河川改修事業

による支障物件移設補償費として１，１８５万円を計上しております。 

  最後に、８款、町債につきましては、農業集落排水施設整備事業蒲生処理場機能強化事業

に充当するため、農業集落排水事業債及び過疎対策事業債をそれぞれ３６０万円計上してお

ります。資本費平準化債につきましては、農集分７，３１０万円、公共分６，７６０万円、

林集分１９０万円、浄化槽分１００万円を計上し、合計で１億５，０８０万円の借り入れと

しております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１９号の補足説明とさせていただきます。ご審議い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 続きまして、議案第２０号 平成３１年度京丹波町土地取得特別

会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

  平成３１年度京丹波町土地取得特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ５万４，０００

円とさせていただくものでございまして、前年度と同額となっております。 

  それでは、ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをお願いいたしま

す。 

  歳入でございますが、土地開発基金の利子としまして５万４，０００円を計上しておりま

す。 

  次に、４ページに入っていただきまして、歳出でございます。 
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  土地基金費の土地開発基金繰出金に歳入と同額の５万４，０００円を計上しております。

基金利子の積み立てにつきましては、土地開発基金条例第６条に基づきまして、土地取得特

別会計予算に計上して整理をするとございます。定額の資金を運用するための基金でありま

して、支出科目は繰出金からの支出とされております。 

  以上、簡単でございますが、議案第２０号 平成３１年度京丹波町土地取得特別会計予算

の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 堂本教育次長。 

○教育次長（堂本光浩君） 議案第２１号 平成３１年度京丹波町育英資金給付事業特別会計

予算につきまして、補足説明を申し上げさせていただきます。 

  予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ６２５万６，０００円とさせていただくも

のでございます。平成３０年度と比較し、６０万円の増額となってございます。 

  まず、事項別明細書３ページ、歳入でございます。 

  主な歳入につきましては、繰入金といたしまして、一般会計から３１２万３，０００円、

育英基金から３１２万円、後ほどご説明をさせていただきます育英給付金の２分の１をそれ

ぞれ繰り入れることといたしております。 

  次に、裏面、事項別明細書４ページをごらんください。 

  歳出についてでございます。 

  育英給付金６２４万円を計上しております。この給付金につきましては、平成３０年度の

申請者数を積算基礎といたしまして、大学生１６人、高校生２３人、高等専門学校生３人、

専門学校生８人、合計５０人を見込むものでございます。 

  以上、議案第２１号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご賛同賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 木南企画政策課長。 

○企画政策課長（木南哲也君） それでは、議案第２２号 平成３１年度京丹波町町営バス運

行事業特別会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

  平成３１年度の歳入歳出予算総額は１億２，２８２万円で、前年度と比較し４３５万円、

３．４％の減となっています。前年度は、バス２台の更新を行いましたが、平成３１年度は

バス１台の更新としておりますことが減少した要因となっております。 

  それでは、主な予算の内容につきまして、事項別明細書よりご説明申し上げます。 

  ３ページをごらんください。 

  まず、歳入でございます。 
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  運行事業収入では、一般の乗車に係る運賃収入９０６万８，０００円、また小中学生の通

学に係る受託収入１，４１１万１，０００円を計上しております。一般会計繰入金は、８，

７２７万３，０００円を見込んでおります。諸収入、雑入の施設管理協力金４６万６，００

０円につきましては、ＪＲ和知駅構内、和知ふれあいハウス「山ゆり」の電気代負担分でご

ざいます。 

  ６款の町債では、バス購入費の財源として、過疎対策事業債１，１９０万円を借り入れる

予定としております。 

  １枚めくっていただきまして、次に歳出でございます。 

  運行事業費の事業項目、運行一般事業では、１３路線バス１７台、自家用バス管理事業で

は、自家用バス１台に係る運行管理経費を計上しています。主なものといたしまして、賃金

では、嘱託職員は５人、常勤の臨時職員１２人と非常勤の臨時職員分を合わせて５，５４８

万２，０００円を計上しています。 

  需用費につきましては、タイヤ購入などの消耗品、燃料費、車検等の修繕料など３，２９

３万円を計上しております。 

  ５ページに移りまして、備品購入費、バス購入費が１，２０９万２，０００円、バス１台

分の購入費用でございます。１３年経過しております定員３４人乗りの中型バスを廃車にし、

定員２９人乗りの小型バスに更新をすることを考えております。 

  その他各科目にわたって保険料、重量税など、バス車両に係る費用や光熱水費などバス事

務所に係る費用などを計上しております。 

  以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） それでは、議案第２３号 平成３１年度京丹波町須知財産区特別

会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

  歳入歳出それぞれ１２１万円とさせていただくものでございまして、前年度比１万５，０

００円の減、１．２％の減となっております。 

  ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款の財産収入、１項の財産運用収入、１目の須知地区におきましては、財産貸付収入に

３９万４，０００円を計上しております。駐車場貸付として、消防本部横駐車場、公民館敷

地で１３万円、敷地料として、鉄塔携帯電話基地で２６万４，０００円を計上しております。 

  次に、２款の寄附金でございます。須知地区で管理運営寄附金として３８万円計上をして
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おります。 

  ３款の繰入金でございます。基金繰入金としまして、３２万２，０００円計上しておりま

す。竹野地区での事業不足分としまして繰り入れをするものでございます。 

  次に、５ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  須知地区におきましては、管理会の運営に係ります経費としまして５８万円、また、財産

管理経費としまして、２２万円を計上しております。 

  ページめくっていただきまして、６ページでございます。竹野地区でございます。 

  竹野地区では、同様に管理会の運営に係ります経費として１６万４，０００円、財産管理

経費としまして２０万円を計上しております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第２３号 平成３１年度京丹波町須知財産区特別会計

予算の補足説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第２４号 平成３１年度京丹波町高原財産区特別会計予算につきまして、

補足説明をさせていただきます。 

  予算総額を歳入歳出それぞれ２８万円とさせていただくものでございまして、前年度比３

万９，０００円、１６．２％の増額となっております。 

  まず、ページをめくっていただきまして、事項別明細書３ページの歳入でございます。 

  主なものとしましては、２款の寄附金で２１万９，０００円を計上しております。高原地

区５区から寄附を見込んでおります。 

  次に、４ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  管理会の運営に係ります経費及び基金への積み立てなどで２３万円、財産管理経費としま

して４万円を計上しております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第２４号 平成３１年度京丹波町高原財産区特別会計

予算の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 補足説明の途中ではありますが、これより暫時休憩します。午後２

時５５分までとします。 

休憩 午後 ２時４４分 

再開 午後 ２時５５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  山内瑞穂支所長。 
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○瑞穂支所長（山内善博君） 議案第２５号から議案第２８号までの桧山・梅田・三ノ宮・質

美の各財産区特別会計予算について、一括して補足説明をさせていただきます。 

  最初に、議案第２５号 平成３１年度京丹波町桧山財産区特別会計予算は、予算総額を歳

入歳出それぞれ１，４３０万円とするもので、前年度から２０万円の減額でございます。 

  初めに、歳入の主なものについて、事項別明細書の３ページをごらんください。 

  １款、財産収入、１目、財産貸付収入、１節、土地建物貸付収入では、ゴルフ場用地とし

て１，３０５万８，０００円、携帯電話の無線基地局用地として１５万円、２節、マツタケ

等採取権収入に５万円、そのほか財政調整基金利子８万９，０００円を計上しております。 

  ２款、繰入金、１目、基金繰入金、１節、財政調整基金繰入金では、歳入歳出の均衡を図

るため４３万円を計上しております。 

  次に、歳出の主なものでございますが、事項別明細書の４ページをお開きください。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、委員報酬９９万円、退任者記念品代８万円、旅費

２２万５，０００円、財政調整基金積立金１０万１，０００円と必要な経費を計上しており

ます。 

  ２目、財産管理費、１３節、委託料で、八田地内作業道延伸等、直営林保育作業委託に前

年同額の３００万円を計上しております。 

  ５ページの３目、諸費では、１９節、負担金補助及び交付金で、桧山地域振興会補助金１

００万円など、財産区区域内の各種団体等への助成を行い、各区を対象とした山林高度利用

補助金に４３５万円、桧山地域振興対策補助金では、安心安全対策事業４５万円等、前年度

実績並みとなる２００万円を計上しております。 

  以上が桧山財産区特別会計でございます。 

  次に、議案第２６号 平成３１年度京丹波町梅田財産区特別会計予算は、予算総額を歳入

歳出それぞれ７３４万円とするもので、前年度と同額となっております。 

  初めに、歳入の主なものですが、事項別明細書の３ページをごらんください。 

  １款、財産収入、１節、土地貸付収入におきましては、無線中継塔用地や管内８区への貸

付料として５５７万７，０００円を、２節、マツタケ等採取権収入には１万円を計上してお

ります。 

  ２款、繰入金、１目、１節、財政調整基金繰入金では、歳入歳出の均衡を図るため、１４

７万７，０００円を計上しております。 

  次に、歳出の主なものでございますが、事項別明細書５ページをお願いいたします。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、委員報酬５４万円ほか必要な経費について前年度



 

－６８－ 

と同様の額を計上しております。 

  ２目、財産管理費、１３節、委託料では、直営林保育作業の委託に２５万円、めくってい

ただき６ページ、２２節、補償補塡及び賠償金では、無線中継塔などの用地貸し付けに係る

当該区への土地貸付補償費として３２０万３，０００円、３目、諸費、１９節、負担金補助

及び交付金では、梅田地域振興会への補助金として１００万円、梅田地域振興対策補助金と

して森林作業道等災害復旧事業４５万円、防犯灯設置事業４０万円等、合計１００万円を計

上しております。 

  以上が梅田財産区特別会計でございます。 

  続きまして、議案第２７号 平成３１年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計予算は、予算総

額を歳入歳出それぞれ３０８万１，０００円とするもので、前年度に比べ５２万３，０００

円の減額となっております。 

  初めに、歳入の主なものについて説明をいたします。 

  事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

  １款、財産収入、１目、１節、土地貸付収入として、管内８区からの集落貸付料として６

３万円を計上し、２節、マツタケ等採取権収入では、前年比５万円減額となる９万円を計上

しております。 

  ２款、繰入金、１目、１節、財政調整基金繰入金では、歳入歳出の均衡を図るため１５３

万６，０００円を計上いたしました。 

  めくっていただき４ページ、４款、諸収入、２項、１目、１節、雑入では、質志大崩６０

０平米の関西電力支障木伐採補償費に１０万円を計上しております。 

  次に、歳出の主なものですが、事項別明細書５ページをごらんください。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費では、１節、委員報酬８１万円に加え、平成３１

年度予定をしております先進地視察のための９節、旅費に１６万３，０００円、１４節、使

用料及び賃借料でレンタカー借り上げ料に８万６，０００円等、必要な経費を計上しており

ます。 

  ２目、財産管理費では、６ページ、１３節、委託料で、林道の崩土撤去等作業委託料に２

２万円、２２節、補償補塡及び賠償金、立木補償費で、雑入で計上しております質志大崩６

００平米の支障木補償費１０万円を貸付地当該区に対し支払うこととしております。 

  ３目、諸費、１９節、負担金補助及び交付金では、三ノ宮地域振興会補助金２０万円ほか

団体補助に４０万円、三ノ宮地域振興事業補助金には、館内施設の改修補助等に２０万円を

計上しております。 
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  以上が三ノ宮財産区特別会計でございます。 

  最後に、議案第２８号 平成３１年度京丹波町質美財産区特別会計予算は、予算総額を歳

入歳出それぞれ３３０万円とするもので、前年比１０万円の減額予算となっております。 

  最初に、歳入の主なものについて説明をいたします。 

  事項別明細書３ページをお開きください。 

  １款、財産収入、１項、１目、１節、土地貸付収入に管内７区からの１４１万４，０００

円、３つの法人からの１２９万１，０００円、２節、マツタケ等採取権収入には５万円を計

上しています。 

  次に、歳出の主なものですが、事項別明細書４ページをお願いいたします。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費では、１節、報酬の８８万２，０００円ほか必要

な事務費等について、前年度同様の額を計上しております。 

  ２目、財産管理費、１３節、委託料で、直営林保育作業委託料に８０万円、１９節、負担

金補助及び交付金で、林業維持管理事業等補助金として３０万円を計上しております。 

  ３目、諸費、１９節、負担金補助及び交付金では、質美地区遺族会への補助５万円と対象

３区に対する貸付林等高度利用補助金２５万９，０００円、合わせて３０万９，０００円を

計上しております。 

  以上が質美財産区特別会計でございます。 

  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお

願いを申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 中川医療政策課長。 

○医療政策課長（中川 豊君） それでは、議案第２９号 平成３１年度国保京丹波町病院事

業会計予算について、補足説明を申し上げます。 

  予算書をごらんください。 

  この事業は、地方公営企業法にのっとり運営いたしております。 

  まず、第２条、業務の予定量でございますが、ここではそれぞれの施設における年間の患

者見込数を上げております。 

  京丹波町病院では、一般病床４７床を持ち、入院患者の見込数は１日平均３３人、年間１

万２，０７８人、病床稼働率は７０％を見込んでおります。外来患者数は病院で１日平均１

１０人、年間２万８，９３０人、質美診療所では１日平均８人、年間７９２人、合計で２万

９，７２２人の来院を見込んでおります。 

  次に、和知診療所でございますが、外来患者数は１日に平均４４人、年間１万６０４人の
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来院を見込んでおります。 

  和知歯科診療所では、外来患者数を１日平均２７人、年間７，７４９人を見込んでおりま

す。 

  次に、第３条、損益取引に基づく収益的収入及び支出の予定額でございますが、総額とし

て、収入支出それぞれ１０億１，５２０万円と定めるものでございます。前年度と比較しま

すと９２０万円、率にして０．９％の減少であり、ほぼ前年度並みとしております。 

  施設ごとでは、京丹波町病院事業の収益及び費用の予定額は８億１，７００万円、前年度

と比較しますと１００万円、率にして０．１％の増加。和知診療所事業の収益及び費用の予

定額は１億２，１２０万円、前年度と比較しますと８００万円、率にして約６．２％の減少。

和知歯科診療所事業収益及び費用の予定額は７，７００万円、前年度と比較しますと２２０

万円、率にして約２．８％の減少となっております。 

  次のページに移ります。 

  第４条、投下資本の増減に基づく資本的収入及び支出の予定額でございますが、収入総額

は４３万１，０００円、前年度と比較しますと１億９２７万３，０００円、率にしまして９

９．６％の減少でございます。支出総額は７，３９３万１，０００円、前年度と比較します

と８，７２９万３，０００円、率にして約５４．１％の減少としております。この資本的収

入が資本的支出に対して不足する額７，３５０万円は、過年度分損益勘定留保資金を用いて

補塡するものでございます。 

  施設ごとの収入では、京丹波町病院及び和知診療所の収入はゼロ円。歯科診療所は４３万

１，０００円となっております。 

  支出では、京丹波町病院が６，９２９万１，０００円、前年度と比較しますと８，０２７

万９，０００円、率にして約５４．４％の減少。和知診療所は３６７万７，０００円、前年

度と比較しますと９９万３，０００円、率にして２１．３％の減少。歯科診療所が９６万３，

０００円、前年度と比較しますと３５９万１，０００円、率にして約７８．９％の減少とし

ております。 

  次に、第６条では、議会の議決を得なければ流用することのできない経費として、給与費

と交際費をそれぞれ計上しております。 

  第７条、他会計からの補助金でございますが、京丹波町国民健康保険事業特別会計からの

補助金を上げており、和知診療所８９３万円、和歯科診療所５５１万５，０００円、合計１，

４４４万５，０００円を見込んでおります。 

  以下、財務関係資料は割愛させていただきまして、ただ今申し上げました予算の内訳を予



 

－７１－ 

算明細書から主なもののみご説明させていただきます。 

  １９ページをごらんください。 

  先ほど申し上げましたとおり、この事業会計は地方公営企業法にのっとり運営しておりま

すので、予算の執行にあたっては、住民の福祉の増進はもとより、経済性の発揮も必要とさ

れており、予算主義と決算主義双方の考え方が求められているところでございます。 

  まず、１款、京丹波町病院の入院収益でございますが、総務省指針の平均病床稼働率７

０％以上を基準に１日平均３３人の入院が必要となります。予算としては、１目、入院収益

３億１，２９０万円としております。この４月からは、地域医包括ケア病床も運営できる運

びとなりました。 

  ２０ページで申しますと、入院収益の２行目、１日平均７人掛ける３６６日掛ける２万５，

５８０円、こちらが地域包括ケア病床の収益見込みとなっており、入院単価は包括入院料と

して施設基準に定められております。 

  一方、上段の診療単価２万６，０００円は、現在の平均入院単価からの見込み額であり、

出来高算定方式となっており、患者見込数は１日平均２６人としております。地域包括ケア

病床の７人を合わせまして、１日平均３３人としております。 

  ２つの入院単価を比べますと、地域包括ケア病床は単価が少し安価にはなっておりますが、

平均在院日数が２４日から６０日まで伸ばせることから、対象の患者様には地元の病院で長

期間安心して入院していただけるようになり、その結果、空きベッドも減少、病床率も向上

し結果的に収益確保、決算時の到達点につなげていきたいと考えているところでございます。 

  ２目、外来収益では、病院と質美診療所訪問事業を合わせまして２億１，８０６万円を見

込んでおります。前年度から４７９万円の減少となっておりますが、これは、土曜日の診療

を前年度予算では毎週実施の月４回としていましたが、今回の予算では月２回としているこ

とや、全体的に患者減少による訪問事業収入の減少が影響しているものでございます。 

  病院では、現状の患者数減少を回復させるため、１人でも多くの患者様を受けるを合い言

葉に、４月からはまず時間外患者の確保としてレントゲンなどの検査体制の安定化を図り、

診療体制の強化に努めてまいります。 

  次に、３目、その他医業収益では、公衆衛生活動収益における高齢者の予防接種収益や文

書料収益が減少しております。 

  まとめますと、１項、医業収益は６億８７０万円とし、前年度比較６８０万円の減少とし

ております。 

  ２項、医業外収益の主なものとして、２目、補助金でございますが、新たな府補助金とし
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て、地域医療介護総合確保事業費補助金５４４万６，０００円を見込んでおります。これは、

地域包括ケア病床において勤務する在宅復帰支援担当者や理学療法士の人件費等に充当する

ことができる補助金でございます。 

  ３目、負担金及び交付金の一般会計繰入金でございますが、繰出基準における対象項目の

追加などにより、運営補助金等９項目を内部で精査し、全体として前年度比較７７９万円の

増額、１億９，２８０万７，０００円を計上したところでございます。 

  ５目、長期前受金戻入６５７万４，０００円、前年度比較５２６万５，０００円の減額で

ございますが、これは減価償却費の財源として順次収益化していくものでございます。 

  まとめますと、２項、医業外収益は２億８３０万円とし、前年度比較７８０万円の増額と

しております。 

  病院事業の総収益は８億１，７００万円となり、前年度比較１００万円の増額としており

ます。 

  次に、同じく１９ページ、２款、和知診療所の医業収益でございます。 

  １目、外来収益でございますが、地域人口の減少等により、来院される外来患者数を１日

平均前年度４６人から今回は４４人へと縮小したため、予算額４，９００万円を計上し、前

年度比較９８万円の減少といたしました。 

  ２目、その他医業収益では、公衆衛生活動収益における高齢者の予防接種収益等が減少し

ております。 

  まとめますと、１項、医業収益は６，０５２万円とし、前年度比較１５０万円の減少とし

ております。 

  ２１ページをごらんください。 

  ２項、医業外収益でございますが、１目、他会計補助金として、国保特別調整交付金８９

３万円を見込んでおります。 

  また、２目、一般会計繰入金を含む負担金及び交付金でございますが、費用において人件

費等の削減が図れたことから、一般会計繰入金の運営費負担金も縮減へとつながり、全体と

して４，６９９万６，０００円、前年度比較４６８万８，０００円の減少としております。 

  ３目、長期前受金戻入４２４万６，０００円につきましては、先ほど病院のご説明で申し

上げたものと同じでございます。 

  まとめますと、２項、医業外収益は６，０６８万円とし、前年度比較６５０万円の減額と

しております。 

  和知診療所の総収益は１億２，１２０万円となり、前年度より８００万円の減額としてお
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ります。 

  次に、３款、和知歯科診療所でございます。 

  １項、医業収益、１目、外来収益でございますが、診療単価の低下もさることながら、保

険適用外の自費診療件数が減少してきたことから５，７０４万１，０００円を見込み、前年

度比較１７６万４，０００円の減少としております。 

  ２目、その他医業収益はほぼ例年どおりの９５万９，０００円を見込み、まとめてみます

と、１項、医業収益は５，８００万円となり、前年度比較１８０万円の減少としております。 

  ２項、医業外収益では、１目、他会計補助金として、国保特別調整交付金５５１万５，０

００円を見込み、また、２目、負担金及び交付金でございますが、費用において経費等の削

減が図れたことから、こちらも一般会計繰入金の運営費負担金の縮減へとつながり、一般会

計繰入金を９３０万円とし、前年度比較１８０万円の減少としたところでございます。 

  ３目、長期前受金戻入２８０万３，０００円につきましては、先ほど病院等でご説明させ

ていただきましたとおりでございます。 

  まとめてみますと、２項、医業外収益は１，９００万円とし、前年度より４０万円の減額

としております。 

  和知歯科診療所の総収益は７，７００万円となり、前年度より２２０万円の減額としてお

ります。 

  次に、収益的支出の補足説明をさせていただきます。 

  ２３ページをごらんください。 

  最初に、１款、京丹波町病院事業費用、１項、医業費用でございますが、まず１目、給与

費におきましては、正職員４５人、嘱託職員１０人、臨時職員３２人、合計８７人を見込ん

でおり、５億２，０２８万４，０００円を計上しております。その中で医師は全職種合わせ

まして延べ２５人を見込んでおります。給料手当は正職員分、賃金は嘱託・臨時職員の人件

費としております。 

  ２目、材料費は、前年度より７６５万８，０００円減額の５，６６０万円を計上いたしま

した。本年度の実績見込みに基づき可能な限り縮減したものでございます。 

  ３目、経費でございますが、２５ページをごらんください。 

  特に、委託料でございますが、大小合わせて４３件の委託業務を締結しており、前年度よ

り５５２万２，０００円増額の１億５４０万６，０００円を計上し、ついに１億円を超える

見込みとなりました。可能な限り縮減に努めてまいりますが、委託業者側も人件費の高騰や

消費税の増税、諸経費の高騰などを訴えており、価格交渉に相当なエネルギーを費やしてい
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るところでございます。 

  一方、雑費では、前年度より３４７万８，０００円の減額、３６７万１，０００円を計上

しております。前年度は、医師住宅や訪問看護ステーション地域包括ケア病床の開設準備費

用を計上しておりましたが、全て解消されたものでございます。 

  次に、４目、減価償却費でございますが、建物、機械備品、車両を合わせまして５２件の

償却を予定しており、７，１８８万７，０００円としております。 

  ５目、資産減耗費でございますが、平成３１年度除却資産の予定はございません。 

  まとめてみますと、医業費用の合計、１目から６目まで合わせまして、前年度比較２２０

万円増額の７億９，８４０万円としております。 

  次に、２項、医業外費用でございますが、前年度とほぼ同額の１，８１０万円としており

ます。 

  京丹波町病院の総費用は前年度と比較し１００万円の増額、８億１，７００万円を計上し

ております。 

  続きまして、２７ページをごらんください。 

  ２款、和知診療所の事業費用でございます。 

  １目、給与費でございますが、正職員５人、嘱託職員１人、臨時職員７人、計１３人、７，

６７５万円を計上しております。その中で医師の延べ人数は５人を見込んでおります。 

  ２目、材料費は、全体的な調整額も含め、前年度比較２１万円増額の８０４万円を計上し、

３目、経費では、前年度とほぼ同額の２，６６４万３，０００円としております。 

  ２９ページをごらんください。 

  ４目、減価償却費では、建物、機械備品、車両を合わせて１６件の償却を予定しており、

前年度比較１１１万８，０００円減額の７１０万８，０００円としております。 

  医業費用の合計、１目から５目まで合わせまして、前年度比較８９０万円の減額、１億１，

８８０万円を計上しております。 

  次に、２項、医業外費用でございますが、長期前払消費税が増額しておりますことから、

前年度比較９０万円増額の２３０万円を計上しております。 

  まとめますと、和知診療所の総費用は、前年度比較８００万円減額の１億２，１２０万円

を計上しております。 

  続きまして、３１ページをごらんください。 

  ３款、和知歯科診療所の事業費用でございます。 

  １目、給与費でございますが、正職員４人、嘱託職員２人、臨時職員３人、計９人で、５，
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１３４万１，０００円を計上しております。その中で医師の延べ人数は３人を見込んでおり

ます。 

  ３目、経費でございますが、賃借料において、本年度、電子カルテを購入したことにより

リース料が削減されたことや、履行委託件数が減少したことによる委託料の縮小などにより、

前年度比較１１９万４，０００円減額の１，４７２万５，０００円としております。 

  ４目、減価償却費では、建物、機械備品、車両を合わせまして１０件の償却を予定してお

り、前年度比較３９万９，０００円の増額、４０３万４，０００円としております。 

  医業費用の合計、１目から５目まで合わせまして、前年度比較２２０万円減額の７，５８

０万円を計上しております。 

  次に、２目、医業外費用でございますが。昨年と同額の１１０万円としております。 

  和知歯科診療所の総費用は、前年度比較２２０万円の減額、７，７００万円を計上してい

るところでございます。 

  ３５ページをごらんください。 

  資本的収入の補足説明とさせていただきます。 

  １款、京丹波町病院の資本的収入は、新年度ゼロ円としております。この理由ですが、ま

ず１項、企業債、こちらは前年度医師住宅建設の財源であったものであり、事業も完了した

ことから予算計上はございません。 

  次に、２項、他会計出資金でございますが、こちらは一般会計からの繰入金でございまし

て、平成２８年度から基準内のみ繰り入れとして予算化し、元金償還金の財源に充当してお

りましたが、これを全額一旦停止するものとしたところでございます。町全体の財政状況が

非常に厳しいことに鑑み、病院会計が保有している流動資産、いわゆる現金預金を一時的に

活用することとしたものであります。病院事業単体として考えた場合は大変厳しい選択では

ございましたが、町立病院として考えた場合は、まず町財政の確保が最優先であると判断し

たところでございます。当然、現金預金が減るわけですので、収益的事業医業活動のほうで

患者確保、収益向上に努めてまいりたいと考えております。 

  ２款、和知診療所におきましても同様の考えでございまして、新年度予算はゼロ円として

おります。 

  ３款、歯科診療所は、企業債の償還は全額終了しておりますことから、収入として見込め

るものは固定資産購入の財源となる補助金でございます。新年度は、京都府から在宅療養推

進基盤整備事業補助金として４３万１，０００円のみを見込んでおります。 

  ３７ページをごらんください。 
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  資本的支出の補足説明をさせていただきます。 

  １款、京丹波町病院では、１項、企業債償還金、元金償還ですが、５，３２６万７，００

０円を計上しております。 

  具体的には、新病院を建設したものや電子カルテ、ＣＴ装置を購入したときの企業債とな

っております。 

  ２項、建設改良における１目、有形固定資産購入費、器械備品購入に関する予算でござい

ますが、１，５０２万４，０００円を計上いたしました。代表的なものとして、入院患者様

のお食事を運ぶ温冷配膳車２台、エアコンの室外機、救急患者様を管理するベッドサイドモ

ニター等の購入を予定しております。 

  また、病院機能を保持するため、緊急用としての予算も２６０万円程度見込んでいるとこ

ろでございます。 

  まとめますと、支出の総額として、６，９２９万１，０００円を計上しております。 

  次に、２款、和知診療所では、１項、企業債償還金、元金償還ですが、２５７万７，００

０円を計上しております。 

  具体的には、健診機器類を購入したときの企業債となっております。 

  ２項、建設改良費における１目、有形固定資産の購入費、器械備品購入に関する予算でご

ざいますが、施設機能保持のため緊急用として１００万円の予算を見込んでおります。 

  まとめますと、支出総額として３６７万７，０００円を計上しております。 

  最後に、３款、和知歯科診療所でございますが、先ほど申し上げましたとおり、企業債の

償還は終了しております。 

  １項、建設改良費、１目、有形固定資産購入費、器械備品購入のみとなります。訪問歯科

診療所ユニット１台、８６万３，０００円を購入予定としております。こちらの財源は先ほ

ど３５ページでご説明いたしましたとおり、府補助金４３万１，０００円を充当するところ

でございます。 

  以上、議案第２９号 平成３１年度国保京丹波町病院事業会計予算の補足説明とさせてい

ただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 十倉上下水道課長。 

○上下水道課長（十倉隆英君） それでは、最後に、議案第３０号 平成３１年度京丹波町水

道事業会計予算につきまして、補足説明のほうを申し上げます。 

  まず、表紙をめくっていただきまして、第２条、業務の予定量からですが、給水件数につ

きましては、対前年度４９件減少の６，８２０件とし、年間総給水量は対前年度４，７４５
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立方メートル減少の２７９万８，４５５立方メートル、１日平均給水量は対前年度１３立方

メートル減少の７，６６７立方メートルの予定としており、主要な建設改良事業では、施設

整備事業として、口径別にそれぞれ耐震管への更新を予定し、施設改良事業につきましても、

それぞれ口径別に移設更新等を予定しております。 

  次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額は、収入における水道事業収益を１２億５，

０８０万円と予定し、対前年度２億６５０万円の減額としております。 

  なお、減額の要因といたしましては、受託工事収益について資産除却を伴う規模の大きな

移設については４条予算に計上し資産登録の対象としたことや、繰入金及び長期前受金の減

少によるものです。 

  支出における水道事業費用につきましては、１２億４，２４０万円の予定とし、対前年度

２億１，２３３万円の減額としております。 

  減額の要因としましては、補償経費である受託工事費の４条予算への計上や減価償却費の

減少によるものです。 

  次のページの第４条の資本的収入及び支出の予定額としましては、資本的収入を３億８，

５８６万円と予定し、対前年度１億４１１万円の増額としております。 

  要因としましては、企業債償還金に充当するための他会計負担金やその他資本的収入とし

て受託工事収益分を計上したことによるものです。資本的支出は、８億１８３万５，０００

円と予定し、対前年度１，５９９万５，０００円の増額です。 

  なお、支出に対して収入が不足する額４億１，５９７万５，０００円は、消費税及び地方

消費税資本的収支調整額１９６万５，０００円と過年度分損益勘定留保資金１億６，４０９

万５，０００円、及び当年度分損益勘定留保資金２億４，９９１万５，０００円で補塡する

こととしております。 

  次に、第５条の企業債につきましては、建設改良費の財源として、水道事業債及び災害復

旧事業債をそれぞれ計上し、合計では、対前年度３３０万円減額で、限度額を１億３，７９

０万円としております。 

  第７条の予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、漏水や災害等不測の事象に

おける出費に対し、柔軟で迅速な対応に期するため営業費用、営業外費用において流用でき

るものとしてお願いしております。 

  次に第８条の議会の議決がなければ流用することができない経費につきましては、職員給

与費としております。 

  第９条の他会計からの補助金につきましては、収益的事業運営経費に要する補助金として
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４億５，４７０万円を、資本的事業の企業債償還に充てるための負担金として１億２，００

０万円を、建設改良費に充てるための出資金として３，５４０万円をそれぞれ予定しており

ます。 

  第１０条のたな卸資産の購入限度額は、法定更新が必要となる量水器の購入費用として２

８４万４，０００円としております。 

  続きまして、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出における主なものにつきまして、

予算に関する説明書の１７ページからの予算明細書により説明のほうをさせていただきます。 

  収益的収入の１款、水道事業収益全体では、１２億５，０８０万円を計上しており、１項、

営業収益は５億３，５７８万４，０００円とし、１目、給水収益では、本年度１２月までの

実調定額をもとに使用水量を２０３万５，６４５立方メートルと見込み、消費税増税分を勘

案し、水道料金５億３，５３５万４，０００円を計上しております。 

  ２項、営業外収益では、７億１，５０１万６，０００円としております。そのうち２目、

他会計補助金につきましては、平成３０年度の繰り出し基準により算出し、基準内繰入金と

して４億５，４７０万円を計上しております。 

  ３目、長期前受金戻入では、平成２９年度までの建設改良事業により収入した補助金分担

金等を取得した固定資産の耐用年数にあわせて分割し、収益化したもので２億６，００８万

７，０００円としております。 

  １９ページをお願いいたします。 

  収益的支出についてです。 

  １款、水道事業費用につきましては、全体で１２億４，２４０万円を計上しております。

１項、営業費用、１１億５０１万４，０００円の内容としまして、１目、原水及び浄水費と

して、水道法に基づく浄水・原水の水質検査委託料１，８６０万９，０００円や各浄水施設

の日常点検などの施設維持管理委託料として７，７１３万８，０００円、ろ過工程において

必要な滅菌用塩素剤や凝集剤など薬品費として１，３８１万２，０００円、浄水場やポンプ

施設などの機械・電気設備類の機能を維持するための工事１３カ所や取水口の浚渫工事及び

突発的に発生する機械設備の故障に対応するため、維持補修工事費として５，２４５万４，

０００円など、合計で１億６，５１２万３，０００円としております。 

  ２目、配水及び給水費では、突発的に発生する漏水箇所を特定するための漏水調査委託料

として、１調査７キロメートルで年間１０調査と見込み２１０万円を、水道料金算出に必要

となる毎月の検針業務委託料として９６６万円を、維持補修工事費では、法定更新が必要な

量水器の取り替え１，０３７件分や、突発的に発生する漏水修繕工事を８５件と見込み、ま
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た、水計及び流量計の更新工事の費用として３，９０８万４，０００円を計上し、水道施設

補修材料費としては、漏水時の補修用資材や施設管理道路の補修材など７１０万円を、修繕

費としては、量水器１，０３７個分の購入経費や止水栓不良及び給水管の漏水修繕を１３０

件と見込み８０４万４，０００円を、合計で６，５９８万８，０００円としております。 

  ３目、受託工事費につきましては、小規模受託工事と消火栓取替工事３基分を見込み２２

５万円の計上としております。 

  ４目、総係費につきましては、給料として職員９名分、３，４４７万５，０００円を計上

し、光熱水費では、浄水場２１カ所やポンプ場２３カ所などの水道施設電気料金として７，

０８０万円を、通信運搬費では水道施設の遠方監視テレメーター４２回線等の費用として７

５３万８，０００円を、委託料においては、設備保守点検管理等委託料では、畑川浄水場を

含む６施設の高圧受電設備保守点検や水道企業会計システム保守業務の費用として２８２万

円を、上水道台帳整備委託料では、配水管更新に伴う管路修正２．５キロメートルや使用者

変更などの追加入力及びデータ更新を行うため４２０万円を、債務負担行為を設定し、本年

度より進めています水道事業ビジョン策定業務委託料では、平成３１年度の限度額１，１２

５万円を計上しております。負担金につきましては、畑川ダム管理負担金９６０万７，００

０円などを計上し、総係費合計で２億８４３万５，０００円としております。 

  ２１ページの５目、減価償却費につきましては、建物、構築物、機器類、車両などの有形

固定資産減価償却費として６億３，９２７万３，０００円を、ダム建設負担金が対象となる

無形固定資産減価償却費として２，３９４万５，０００円を、合計で６億６，３２１万８，

０００円を計上としております。 

  ２項、営業外費用１億３，５８８万６，０００円につきましては、１目、支払利息及び企

業債取扱諸費では、企業債利息など１億２，６７１万２，０００円としております。 

  ２目、消費税及び地方消費税につきましては、収益的収支及び資本的収支により見込み額

を算出し、８６１万円の計上としています。 

  次に、２３ページをお願いいたします。 

  資本的収入の１項、企業債につきましては、老朽管の耐震管更新工事などの施設整備費や

補償工事や災害復旧工事としての施設改良費の財源として１億３，７９０万円を、３項、他

会計負担金として、基準内繰入金のうち元金償還金に充当するため１億２，０００万円を、

４項、補助金につきましては、管路更新に係る生活基盤施設耐震化補助金として１，０５０

万円を、ふるさとの水確保対策事業補助金として、平成２８年度までの統合整備事業の補助

基本額の１０％の５カ年分割分として１，２０２万４，０００円の合わせて２，２５２万４，
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０００円の府補助金を、５項、基金取崩収入として企業債元金償還金に充当するため、水道

事業基金取崩収入として１，４３３万６，０００円を、６項、出資金として、一般会計出資

債分を施設整備費の財源として３，５４０万円を、７項、その他資本的収入として府・町関

係の受託工事収益として５，２３０万円など、合計で３億８，５８６万円を資本的収入とし

て予定しております。 

  資本的支出につきましては、１項、建設改良費、１目、施設整備費においては、老朽管路

の耐震管更新に係る測量設計委託料として、口八田地区など３カ所で延長１，５９５メート

ルを予定し、１，６５８万円を、生活基盤施設等耐震化工事請負費としては、口八田地区な

ど８カ所で延長１，７７４メートルの更新工事を予定し、１億３，６１２万円を、合わせて

１億５，２７０万円を予定しております。 

  ２目、施設改良費につきましては、水道管の移設設計委託料として、上乙見地区砂防工事

など２カ所で延長２９０メートルの委託を予定し６８５万円を、水道管移設工事請負費では、

藤ケ瀬橋水道管転化工事など７カ所で延長７０２メートルを予定し７，３９１万円を、災害

復旧工事請負費では、和知北部地区及び上乙見地区災害復旧工事に伴う水道管本設工事とし

て延長２５６メートルを予定し２９０万円を、合わせて８，３６６万円を予定しています。 

  ２項、企業債償還金につきましては、元金の償還分として５億５，２３１万１，０００円

を計上しております。 

  ３項、基金繰入支出として、収入で説明しましたふるさとの水確保対策事業補助金につい

ては、起債の元金償還金として使途が特定されているため、次年度以降の元金償還金に充て

るものとし、基金利息も含めまして１，２１６万４，０００円を計上しております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第３０号の補足説明とさせていただきます。ご審議い

ただきまして、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） お諮りします。 

  議案第１５号 平成３１年度京丹波町一般会計予算から議案第３０号 平成３１年度京丹

波町水道事業会計予算までの審査については、１５人の委員で構成する予算特別委員会を設

置し、これに付託して審査したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１５号から議案第３０号は、１５人の委員で構成する予算特別委員会を設

置し、これに付託して審査することに決定しました。 
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  暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時５３分 

再開 午後 ３時５４分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  ただいま、設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、お手元に配付の予算特別委員会委員選任名簿のとおり指名したいと思い

ます。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の予算特別委員会委員選任名簿のとおり

選任することに決しました。 

  予算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いします。 

  暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時５５分 

再開 午後 ３時５６分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  予算特別委員会において、正副委員長が決定しましたので報告します。 

  委員長に森田幸子君、副委員長に谷山眞智子君。 

  以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。 

  これで本日の議事日程は全て終了しました。 

  よって、本日はこれをもって散会します。 

  次の本会議は３月７日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時５７分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

  京丹波町議会 議  長  篠 塚 信太郎 

 

     〃   署名議員  谷 山 眞智子 

 

     〃   署名議員  西 山 芳 明 

 

 

 


